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日 英 両 皇 室 特 派 使 節 に 関 す る 新 聞 記 事 取 締 の 件:英 国 皇 族 コ ン ノ ー ト 殿 下 の 御 旅 行 に 関 す る 件 …-日 英 両 皇 室 特 派 使 節 に 関 す る 新 聞 記 事 取 締 の 件-コ ン ノ ー ト 殿 下 七 日 以 後 の 御 行 動 御 旅 程 掲 載 方注 意 の 件

9 5
:
9 8

: 0 2
6 1.1 0

9203

一 九一 八 年六 月 二 五 日一 九一 八 年七 月一 日
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1 67 12 03 11 2
° 2 5

83

一 九一 八 年八 月一 二 日

米 価 騰 貴 に 関 す る 記 事 掲 載 注 意 通 牒 の 通 達 に 関す る 件

2 71

9304

一 九一 八 年八 月一 二 日一 九一 八 年八 月 一 四 日
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米 価 騰 貴 に 由 る 騒 擾 に 関 す る 記 事 掲 載 方 注 意 の件我 国 よ り 英 国 へ 御 派 遣 の 御 答 礼 使 の 御 動 静 に 関す る 記 事 掲 載 注 意 の 件

鵬
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英 国 へ 派 遣 の 御 答 礼 使 に 関 し 倫 敦 御 滞 在 中 の 記事 掲 載 解 除 の 件

幽

64

英 国 へ 派 遣 の 御 答 礼 使 に 関 し 自 今 羅 馬 市 御 滞 在中 の 記 事 掲 載 解 除 の 件

鴎

74

英 国 へ 派 遣 の 御 答 礼 使 に 関 す る 新 聞 掲 載 禁 止 の件 全 部 解 禁 の 件

燭
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一 九一 八 年一 二 月六 日

名 古 屋 の 米 騒 動 或 は 名 古 屋 の 女 一 揆 と 題 す る 同地 公 設 市 場 に 於 け る 紛 擾 に 関 す る 件朝 鮮 人 の 独 立 運 動 に 関 す る 件李 太 王 の 御 病 状 に 関 す る 宮 内 省 又 は 李 王 職 の 発

囎
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一 九一 九 年一 月一 八 日一 九一 九 年一 月 二一 日

表 に 関 す る 件( 廃 案)

削旧
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一 九一 九 年一 月 二 五 日朝 鮮 人 の 独 立 運 動 に 関 す る 件一 九 一 九 年二 月 一 三 日在 京 朝 鮮 人 民 族 大 会 に 関 す る 宣 言 書 等 掲 載 注 意

の 件
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一 九一 九 年二 月一 八 日一 九一 九 年三 月二 日一 九一 九 年三 月六 日

朝 鮮 人 の 独 立 運 動 に 関 す る 件朝 鮮 の 独 立 に 関 す る 記 事 注 意 の 件民 族 自 決 朝 鮮 独 立 に 関 す る 内 外 朝 鮮 人 等 の 運 動に 対 す る 新 聞 記 事 警 告 解 除 の 件朝 鮮 人 不 穏 の 記 事 に 関 す る 件朝 鮮 騒 擾 事 件 に 関 す る 新 聞 記 事 の 件電 線 鉄 道 に 対 す る 加 害 事 項 に 関 す る 件子 爵 金 允 植 、 同 李 錯 植 連 署 、 朝 鮮 独 立 に 関 す る請 願 書 を 総 督 に 提 出 云 々 記 事 掲 載 注 意 の 件朝 鮮 貴 族 に し て 今 回 の 騒 擾 事 件 に 連 座 す る 者 ある 場 合 、 其 言 動 並 之 に 対 す る 捜 査 に 関 す る 事 項注 意 の 件

6 01 11 66 21
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一 九一 九 年三 月= 二 日一 九一 九 年三 月一 四 日一 九一 九 年三 月一 五 日一 九一 九 年三 月 二 九 日

6 46 11 67 01 11 7
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一 九 一 九 年四 月四 日

7 217 41
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一 九一 九 年一 九一 九 年一 九一 九 年一 九一 九 年

四 月五 日四 月八 日四 月 一 二 日四 月 二 二 日

朝 鮮 へ 軍 隊 増 派 の 内 議 記 事 掲 載 注 意 の 件朝 鮮 へ 軍 隊 増 派 の 内 議 記 事 掲 載 注 意 解 除 の 件 …-朝 鮮 民 国 臨 時 政 府 組 織 布 告 文 掲 載 注 意 の 件西 比 利 亜 に 於 け る 鉱 山 、 森 林 調 査 の 為 め 日 本 より 技 術 者 派 遣 に 関 す る 噂 の 件西 比 利 亜 、 北 満 州 地 方 の 鉱 山 、 山 林 資 源 調 査 の目 的 を 以 て 技 師 派 遣 に 関 す る 事 項 掲 載 注 意 の 件-海 軍 艦 船 が 樺 太 方 面 に 行 動 す る 噂 、 並 北 樺 太 の資 源 調 査 の 為 め 日 本 よ り 技 術 者 等 派 遣 の 噂 に 関す る 記 事 掲 載 の 件

7 68 1.
1 78 0

一 九 一 九 年四 月 二 六 日一 九一 九 年五 月 二一 日

捌. 8 2

一 九一 九 年五 月 二 一 二 日

海 軍 艦 船 が 樺 太 方 面 に 行 動 す る 噂 、 並 北 樺 太 の資 源 調 査 の 為 め 日 本 よ り 技 術 者 等 派 遣 の 噂 に 関す る 記 事 掲 載 の 件

8 41

一 九 一 九 年五 月 三 〇 日

西 比 利 亜 及 北 樺 太 に 於 け る 鉱 山 、 其 他 調 査 の 為め 日 本 よ り 視 察 員 派 遣 に 関 す る 記 事 掲 載 差 押 の件

8 51

一 九一 九 年一 九一 九 年一 九一 九 年

五 月 三 〇 日六 月三 日六 月六 日

支 那 米 輸 入 の 計 画 を 為 せ る が 如 き 記 事 掲 載 の 件:米 価 騰 貴 に 関 す る 新 聞 記 事 取 扱 の 件陸 軍 省 を し て 外 米 を 買 入 れ し め 之 を 貯 蔵 又 は 払下 を な す と 云 ふ が 如 き 記 事 、其 他 支 那 米 輸 入を 推 測 せ し む る 虞 あ る 記 事 に 関 す る 件新 聞 記 事 取 締 通 牒 の 通 報 に 関 す る 件北 樺 太 に 於 け る 資 源 調 査 の 為 め 視 察 員 派 遣 に 関

8 67 1
.

1 88 8

一 九一 九 年六 月六 日一 九一 九 年六 月一 二 日

す る 記 事 解 釈 の 件

8 91 11 9

一 九一 九 年六 月一 七 日

上 海 に 於 け る 排 日 事 件 に 関 し 不 敬 に 亘 る 記 事 掲載 注 意 の 件

9 31

一 九一 九 年六 月 二 八 日

上 海 不 敬 事 件 に 関 す る 帝 国 通 信 の 首 相 談 に 関 する 件

9 41

一 九一 九 年七 月八 日

山 本 農 相 談 と し て 支 那 米 を 輸 入 云 々 の 記 事 掲 載注 意 の 件

9 519 71
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一 九一 九 年七 月八 日一 九一 九 年七 月一 一 日

山 本 農 相 談 と し て 支 那 米 を 輸 入 云 々 の 記 事 解 釈の 件上 海 に 於 け る 東 洋 社 会 主 義 者 大 会 開 催 に 関 す る件

9 81

7 90818

一 九一 九 年一 九一 九 年一 九一 九 年

七 月一 八 日七 月一 九 日八 月 二 九 日

物 価 騰 貴 に 関 す る 新 聞 記 事 取 扱 の 件物 価 騰 貴 に 関 す る 新 聞 記 事 取 扱 の 件汽 船 愛 南 丸 の 積 載 荷 物 及 仕 向 地 の 記 事 掲 載 方 注意 の 件

9 90 12 00 92
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一 九一 九 年九 月三 日一 九一 九 年九 月一 〇 日

不 逞 鮮 人 の 総 督 に 対 す る 兇 行 事 件 記 事 注 意 の 件 …本 日 午 前 京 城 に 於 て 爆 弾 犯 人 就 縛 説 を 伝 ふ る もの あ る 件
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一 九一 九 年九 月一 三 日一 九一 九 年九 月= 二 日

大 演 習 観 艦 式 に 関 す る 件爆 弾 事 件 及 暗 殺 団 に 関 す る 検 事 の 差 止 命 令 に 関す る 件

1 35 22 1
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一 九一 九 年九 月一 四 日一 九一 九 年九 月 一 四 日
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一 九一 九 年九 月一 五 日一 九一 九 年九 月 二 二 日

朝 鮮 総 督 に 対 す る 爆 弾 事 件 及 在 外 鮮 人 暗 殺 団 潜入 説 に 関 し 捜 査 並 に 逮 捕 に 関 す る 記 事 注 意 の 件 … …"爆 弾 事 件 及 暗 殺 団 に 関 す る 検 事 の 差 止 命 令 に 関す る 件( 廃 案)爆 弾 事 件 に 関 す る 新 聞 記 事 の 件飛 行 機 墜 落 、 侍 従 自 動 車 に て 同 地 に 至 る 途 中 、小 児 を 礫 殺 し た る 事 実 に 付 、 侍 従 は 陛 下 の 御 使な り と 事 の 記 に 関 す る 件

2 23 22 2
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一 九一 九 年一 九一 九 年一 〇 月一 九一 九 年一 〇 月一 九一 九 年一 〇 月一 九一 九 年一 〇 月一 九一 九 年一 〇 月

九 月 二 四 日

二 日七 日七 日七 日七 日

朝 鮮 人 の 独 立 運 動 に 関 す る 風 説 記 事 注 意 の 件 …-朝 鮮 人 の 不 穏 行 動 記 事 に 関 す る 件李 王 職 長 官 以 下 辞 職 に 関 す る 記 事 注 意 の 件李 王 職 長 官 以 下 辞 職 に 関 す る 記 事 差 押 の 件朝 鮮 総 督 に 対 す る 爆 弾 事 件 解 除 に 関 す る 件朝 鮮 総 督 に 対 す る 爆 弾 事 件 解 除 に 関 す る 照 会 の件
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一 九一 九 年一 〇 月八 日

朝 鮮 総 督 に 対 す る 爆 弾 事 件 解 除 に 関 す る 再 照 会
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一 九一 九 年一 〇 月 二 五 日一 九一 九 年一 一 月一 日一 九一 九 年一 一 月二 日一 九一 九 年一 一 月三 日一 九一 九 年一 一 月三 日一 九一 九 年一 一 月三 日一 九一 九 年一 一 月七 日

の 件京 城 高 等 普 通 学 校 休 校 に 関 す る 件朝 鮮 人 巡 査 同 盟 欠 勤 の 件朝 鮮 陰 謀 団 犯 人 逮 捕 に 関 し 発 表 せ ら れ た る 由 、其 の 実 否 通 報 方 の 件
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新 聞 紙 掲 載 差 止 事 項 の 公 表 に 関 す る 件慶 尚 北 道 の 大 邸 を 中 心 と せ る 支 那 紙 幣 偽 造 事 件等 に 関 す る 件
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朝 鮮 人 巡 査 同 盟 欠 勤 の 解 除 に 関 す る 件朝 鮮 仁 川 に 於 け る ダ イ ナ マ イ ト 盗 難 事 件 に 関 する 件
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一 九一 九 年一一 九一 九 年一一 九一 九 年一一 九一 九 年一一 九一 九 年一一 九一 九 年一一 九一 九 年一

一 月一 二 日一 月一 二 日一 月一 二 日一 月一 三 日一 月一 七 日一 月二 六 日一 月二 七 日

李 綱 公 殿 下 所 在 不 明 の 件李 綱 公 殿 下 昨 朝 新 義 州 に 於 て 発 見 保 護 中 な る 件. .鮮 人 張 徳 秀 の 言 動 に 関 す る 件警 務 局 嘱 託 鮮 人 鄭 雲 服 に 関 す る 件鮮 人 呂 運 亨 の 言 動 に 関 す る 件鮮 人 呂 運 亨 の 言 動 に 関 す る 解 除 の 件李 綱 公 殿 下 所 在 不 明 の 件 及 警 務 局 嘱 託 鮮 人 鄭 雲服 に 関 す る 件 の 解 除 に 関 す る 件李 綱 公 殿 下 所 在 不 明 に 関 す る 照 会 の 件愛 南 丸 積 載 武 器 に 関 す る 件外 務 省 爆 弾 事 件 に 関 す る 事 件 犯 人 逮 捕 に 関 す る記 事 掲 載 注 意 の 件
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呂 運 亨 及 張 徳 秀 の 意 見 に 関 す る 件呂 運 亨 及 張 徳 秀 の 行 動 及 意 見 に 関 す る 件呂 運 亨 入 京 の 件 に 関 し 其 の 真 相 を 発 表 す る 件 …:朝 鮮 関 係 記 事 解 除 に 関 す る 照 会 の 件朝 鮮 関 係 記 事 解 除 に 関 す る 照 会 の 返 電 に 関 す る
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二 月 一 七 日二 月一 八 日二 月一 九 日二 月 二 五 日二 月 二 六 日二 月 三 〇 日一 月七 日

朝 鮮 の 独 立 に 関 す る 記 事 の 解 除 照 会 に 関 す る 件. .新 聞 記 事 差 止 並 に 解 除 取 扱 方 の 件朝 鮮 の 独 立 に 関 す る 記 事 の 解 除 照 会 回 答 の 件- …新 聞 記 事 掲 載 禁 止 事 項 の 整 理 に 関 す る 件西 比 利 亜 地 方 測 量 班 に 関 す る 件西 比 利 亜 地 方 測 量 班 に 関 す る 件新 聞 記 事 掲 載 禁 止 事 項 の 整 理 に 関 す る 注 意 の 件. .
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621第2 巻満 州 事 変 以 前 ②
「 新 聞 紙 掲 載 差 止 通 牒 原 案〈 昭 和 四 年 以 前 〉 」

一 九 二 〇 年一 二 月七 日一 九 二 一 年一 月 二 四 日一 九 一 =年二 月一 〇 日一 九 二 一 年二 月 二 三 日一 九 二 一 年一 〇 月 二 二 口

年 少 犯 人 松 山 某 に 関 す る 件〈 示 達 〉良 子 女 王 殿 下 御 婚 約 に 関 す る 件〈 示 達 〉良 子 女 王 殿 下 御 婚 約 に 関 す る 件〈 一 部 解 除 〉. . . .年 少 犯 人 松 山 某 に 関 す る 件〈 一 部 解 除 〉聖 上 陛 下 御 容 体 其 の 他 之 に 関 連 す る 宮 中 の 事 項
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12345
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一 九 二 二 年二 月一 九 日

新 聞 記 事 掲 載 差 止 事 項 の 整 理 改 定 に 関 す る 件〈 整 理 〉

・ ρ 0
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一 九 二 三 年一 〇 月一 九 日

朝 鮮 人 の 犯 罪 及 朝 鮮 人 に 対 す る 犯 罪 に 関 す る 件〈 解 除 〉朴 烈 事 件 に 関 す る 嫌 疑 者 の 氏 名 及 事 件 の 内 容 を明 瞭 に 察 知 し 得 べ き 事 項 に 関 す る 件〈 警 告 〉 … ・本 日 虎 の 門 に 於 け る 不 敬 事 件 に 関 す る 件〈 示 達 〉本 年 特 別 大 演 習 及 師 団 対 抗 演 習 に 関 す る 件

・ 7膠
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〈 取 締 〉
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一 九 二 四 年七 月一 日

七 月 一 日 午 後 発 生 せ る 米 国 大 使 館 国 旗 引 卸 に 関す る 件〈 警 告 〉

:4 .
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一 九 二 四 年七 月二 日

七 月 一 日 午 後 発 生 せ る 米 国 大 使 館 国 旗 引 卸 に 関す る 件〈 発 表 〉

O ・

21

一 九 二 四 年七 月五 日

七 月 一 日 午 後 発 生 せ る 米 国 大 使 館 国 旗 引 卸 に 関す る 件〈 解 除 〉
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一 九 二 四 年一 九 二 四 年一 九 二 四 年一 九 二 四 年一 九 二 四 年一 九 二 四 年一 九 二 四 年

八 月一 九 日八 月 二 二 日九 月一 日九 月六 日九 月八 日九 月一 〇 日九 月一 三 日

田 辺 武 雄 の 陰 謀 事 件 に 関 す る 件〈 示 達 〉田 辺 武 雄 の 陰 謀 事 件 に 関 す る 件〈 警 告 〉新 聞 紙 記 事 差 止 事 項 整 理 に 関 す る 件〈 整 理 〉 …福 田 大 将 狙 撃 事 件 其 他 に 関 す る 件〈 警 告 〉. . .福 田 大 将 狙 撃 事 件 其 他 に 関 す る 件〈 警 告 〉 …福 田 大 将 狙 撃 事 件 其 他 に 関 す る 件〈 一 部 解 除 〉虎 の 門 に 於 け る 不 敬 事 件 に 関 す る 件
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〈 一 部 解 除 〉
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一 九 二 四 年 一 二 月 二 七 日一 九 二 五 年二 月六 日

新 聞 記 事 差 止 事 項 整 理 に 関 す る 件〈 整 理 〉.本 年 特 別 大 演 習 及 師 団 対 抗 演 習 に 関 す る 件〈 取 締 〉
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一 九 二 五 年六 月一 〇 日

過 般 来 上 海 其 他 中 華 民 国 各 地 に 頻 発 し 居 る 騒 擾事 件 に 関 す る 件〈 警 告 〉

23

32

一 九 二 五 年六 月一 三 日

今 回 朝 鮮 総 督 府 と 奉 天 張 作 霖 と の 間 に 在 満 不 逞鮮 人 取 締 に 付 或 種 の 決 定 成 立 せ る や の 風 聞 に 関す る 件〈 示 達 〉

43

42

一 九 二 五 年六 月一 三 日

今 回 朝 鮮 総 督 府 と 奉 天 張 作 霖 と の 間 に 在 満 不 逞鮮 人 取 締 に 付 或 種 の 決 定 成 立 せ る や の 風 聞 に 関す る 件〈 一 部 解 除 〉

53
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六 月一 七 日六 月 二 四 日七 月一 〇 日

聖 上 陛 下 御 容 体 に 関 す る 件〈 発 表 〉川 畑 駿 吉 不 敬 事 件 に 関 す る 件〈 示 達 〉朴 烈 事 件 に 関 す る 嫌 疑 者 の 氏 名 及 事 件 の 内 容 を明 瞭 に 察 知 し 得 べ き 事 項 に 関 す る 件〈 警 告 〉朝 鮮 銀 行 、 台 湾 銀 行 整 理 に 関 し 人 心 に 動 揺 を 与へ 或 は一 般 銀 行 の 信 用 を 害 し 財 界 を 撹 乱 す る が
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一 九 二 五 年八 月八 日

如 き 件〈 示 達 〉
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一 九 二 六 年七 月一 四 日一 九 二 六 年九 月六 日一 九 二 六 年九 月 一 〇 日一 九 二 六 年九 月一 七 日一 九 二 六 年一 一 月一 二 日一 九 二 六 年一 九 二 七 年四 月一 七 日一 九 二 七 年四 月一 九 二 七 年六 月六 日一 九 二 七 年六 月一 三 日一 九 二 七 年六 月一 三 日一 九 二 七 年九 月一 七 日一 九 二 七 年一 〇 月八 日一 九 二 七 年一 〇 月一 四 日

新 聞 記 事 差 止 事 項 整 理 に 関 す る 件〈 整 理 〉 ・「 更 に 暴 露 せ る 驚 嘆 す べ き 五 条 の 新 怪 聞 」 と 題 する 印 刷 物 に 関 す る 件〈 示 達 〉京 大 事 件 の 予 審 調 に 関 す る 件〈 取 締 〉聖 上 陛 下 御 容 体 に 関 す る 件〈 発 表 〉朝 鮮 人 に 関 す る 新 聞 記 事 に 関 す る 件〈 注 意 〉. . .新 聞 記 事 差 止 事 項 整 理 に 関 す る 件〈 整 理 〉. . .新 聞 の 経 済 記 事 に 関 す る 件〈 取 締 〉手 形 交 換 所 組 合 銀 行 の 休 業 に 関 す る 件〈 取 締 〉. .支 那 問 題 に 関 す る 論 議 に 関 す る 件〈 取 締 〉.福 島 市 に 於 け る 福 島 商 業 銀 行 の 休 業 に 関 す る 件( 福 島 県 知 事 宛) 〈 警 告 〉
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福 島 市 に 於 け る 福 島 商 業 銀 行 の 休 業 に 関 す る 件( 各 庁 府 県 知 事 宛) 〈 懇 談 〉
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新 聞 記 事 差 止 事 項 整 理 に 関 す る 件〈 整 理 〉.秩 父 宮 殿 下 其 の 他 各 皇 族 殿 下 の 御 婚 姻 に 関 す る件〈 懇 談 〉
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本 月 十 三 日 、 十 四 日 両 日 間 に 横 浜 港 に 於 て 東 久邇 宮 殿 下 と 某 外 国 人 と 会 見 せ り と の 風 説 に 関 する 件〈 懇 談 〉
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一 九 二 七 年一 〇 月 二 六 日一 九 二 七 年一 〇 月 二 九 日一 九 二 七 年一 〇 月 二 九 日一 九 二 七 年一 一 月一 三 日一 九 二 七 年一 二 月九 日

西 田 陸 軍 予 備 少 尉 等 天 剣 党 と 称 す る 一 味 の 軍 隊内 不 穏 文 書 配 布 等 の 事 件 に 関 す る 件〈 懇 談 〉.北 白 川 宮 美 年 子 女 王 殿 下 と 蜂 須 賀 侯 令 嗣 と の 御婚 約 に 関 す る 件〈 注 意 〉
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皇 族 殿 下 の 御 婚 姻 に 関 す る 件〈 懇 談 〉昨 十 二 日 愛 知 県 警 察 部 長 宛 に 不 敬 の 葉 書 を 郵 送し た る 者 に 関 す る 件〈 懇 談 〉元 関 東 軍 兵 器 部 附 砲 兵一 等 工 長 阿 比 留 明 が 昭 和二 年 十 月 中 関 東 軍 保 管 の 三 八 式 歩 兵 銃 及 同 騎 兵銃 を 横 領 売 却 し た る 事 件 に 関 す る 件〈 警 告 〉 …

57

44
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54
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一 九 二 七 年一 二 月 二 三 日一 九 二 七 年一 二 月 二 三 日一 九 二 八 年一 月七 日一 九 二 八 年一 月 三一 日一 九 二 八 年二 月一 八 日

銀 行 其 他 一 般 金 融 機 関 の 信 用 を 害 し 人 心 に 動 揺を 与 へ 引 い て 財 界 を 攪 乱 す る が 如 き 件( 福 島 県知 事 宛) 〈 示 達 〉銀 行 其 他 一 般 金 融 機 関 の 信 用 を 害 し 人 心 に 動 揺を 与 へ 引 い て 財 界 を 攪 乱 す る が 如 き 件( 宮 城 、山 形 、 茨 城 、 栃 木 、 新 潟 各 県 知 事 宛) 〈 警 告 〉 …: ・松 平 駐 米 大 使 の 令 嬢 が 秩 父 宮 妃 殿 下 の 有 力 な る御 候 補 者 と す る 件〈 注 意 〉出 版 法 に 依 り 禁 止 処 分 に 附 せ ら れ た る ポ ス タi其 の 他 の 出 版 物 に 関 す る 件〈 警 告 〉所 謂 怪 文 書 事 件 に 関 す る 山 岡 警 保 局 長 の 談 に 対す る 民 政 党 綱 紀 粛 正 委 員 長 横 山 勝 太 郎 名 義 の 声明 書 な り と し て 発 表 せ ら れ た る も の に 関 す る 件〈 警 告 〉

3
.

Ω り
。 4 」

8

84

4
.

Ω U

94

6
.

8

05

一 九 二 八 年三 月六 日一 九 二 八 年三 月 一 五 日一 九 二 八 年三 月 一 六 日一 九 二 八 年三 月 一 七 日一 九 二 八 年三 月 一 九 日一 九 二 八 年三 月 二 〇 日] 九 二 八 年四 月七 日一 九 二 八 年四 月 二 〇 日

福 島 銀 行 の 業 態 に 関 す る 件〈 懇 談 〉日 本 共 産 党 秘 密 結 社 に 関 す る 治 安 維 持 法 違 反 被疑 事 件 に 関 す る 件〈 示 達 〉選 挙 の 情 勢 に 関 し 内 務 省 と 地 方 庁 と の 間 に 往 復し た る 文 書 に 擬 し 選 挙 機 密 文 書 と 称 し 政 府 攻 撃

7
.8

15

゜ ( U
8

25

の 材 料 と す る 件〈 示 達 〉

19

3545

「 選 挙 に 関 す る 政 府 の 怪 文 書 顕 は る 、 選 挙 革 正 会の 緊 急 大 会 議 」 と 題 す る 記 事 に 関 す る 件〈 示 達 〉 -本 日 民 政 党 が 選 挙 に 関 し 地 方 長 官 よ り 内 務 省 に電 報 し た る 機 密 文 書 な り と し て 発 表 し た る 十 数項 に 亘 る 事 項 に 関 す る 件〈 示 達 〉昨 十 九 日 民 政 党 本 部 に 於 て 有 志 代 議 士 会 が 発 表し た る 決 議 文 に 関 す る 件〈 警 告 〉日 本 共 産 党 秘 密 結 社 に 関 す る 治 安 維 持 法 違 反 被疑 事 件 に 関 す る 件〈 一 部 解 除 〉選 挙 の 情 勢 に 関 し 内 務 省 と 地 方 庁 と の 間 に 往 復

4959

55

69

65

89

75

201

85

一 九 二 八 年四 月 二 一 二 日

し た る 文 書 に 擬 し 選 挙 機 密 文 書 と 称 し 政 府 攻 撃の 材 料 と す る 件〈 注 意 〉選 挙 の 情 勢 に 関 し 内 務 省 と 地 方 庁 と の 間 に 往 復し た る 文 書 に 擬 し 選 挙 機 密 文 書 と 称 し 政 府 攻 撃の 材 料 と す る 件〈 一 部 解 除 〉済 南 に 於 け る 支 那 兵 の 日 本 婦 人 に 対 す る 暴 行 記

4
・ 0

95

一 九 二 八 年一 九 二 八 年一 九 二 八 年一 九 二 八 年一 九 二 八 年一 九 二 八 年一 九 二 八 年一 九 二 八 年一 九 二 八 年

五 月六 日五 月九 日五 月一 一 日五 月一 五 日六 月一 二 日六 月 三 〇 日九 月一 日九 月七 日九 月一 〇 日

事 に 関 す る 件〈 懇 談 〉

6
。 0

06

今 次 の 山 東 事 件 に 関 す る 惨 死 写 真 取 扱 に 関 す る件〈 注 意 〉

9
・ 0

0

16

山 東 派 兵 に 関 す る 軍 事 行 動 、 動 員 、 軍 隊 の 編 制装 備 の 内 容 等 に 関 す る 件〈 懇 談 〉今 次 の 山 東 事 件 に 関 す る 惨 死 写 真 取 扱 に 関 す る

2

26

件〈 一 部 解 除 〉

7

3646

新 聞 紙 掲 載 差 止 事 項 整 理 に 関 す る 件〈 整 理 〉 … ・共 産 党 事 件 の 某 巨 頭 が 大 阪 に て 逮 捕 せ ら れ た りと 称 す る が 如 き 件〈 示 達 〉本 日 多 摩 御 陵 に 於 て 発 見 し た る 不 敬 事 件 に 関 す

8

56

る 件件〈 懇 談 〉件〈 解 除 〉

〈 示 達 〉

5
; 2

66

天 皇 陛 下 裁 判 所 へ 行 幸 遊 ば さ る る 御 趣 に 関 す る

6
; つ 乙

76

天 皇 陛 下 裁 判 所 へ 行 幸 遊 ば さ る る 御 趣 に 関 す る

7
; り 乙

86

一 九 二 八 年一 〇 月三 日一 九 二 八 年一 一 月二 日一 九 二 八 年一 一 月八 日一 九 二 八 年一 一 月一 三 日

十 月 三 日 警 視 庁 管 内 に 於 て 共 産 党 事 件 の 被 疑 者を 逮 捕 し た る 件〈 示 達 〉

9・ り 乙

96

長 野 県 下 南 穂 高 尋 常 小 学 校 に 於 け る 水 谷 麻 都 男に 係 る 不 敬 事 件 に 関 す る 件 〈 示 達 〉鳥 取 県 米 子 市 警 察 署 長 宛 不 敬 投 書 に 関 す る 件

0
・ 3

07

〈 示 達 〉

・ つ 」

17

滋 賀 県 警 察 部 長 及 大 津 警 察 署 長 に 宛 て た る 不 敬投 書 に 関 す る 件〈 示 達 〉

2
; 3

4
; 3
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一 九 二 八 年一 一 月 二 五 日一 九 二 八 年一 一 月 二 五 日一 九 二 八 年一 二 月一 四 日

検 事 差 止 関 係 原 案 書 類
57

一 九 二 四 年六 月九 日

本 日 桃 山 還 幸 の 途 次 朝 鮮 人 の 直 訴 未 遂 事 件 に 関す る 件〈 懇 談 〉支 那 に 於 け る 直 訴 被 疑 者 に 関 す る 件( 示 達 〉-銀 行 其 他 一 般 金 融 機 関 の 信 用 を 害 し 人 心 に 動 揺を 与 へ 引 い て 財 界 を 攪 乱 す る が 如 き 件〈 示 達 〉:タ バ タ マ ツ ジ に 対 す る 不 敬 事 件 に 関 す る 件〈 差 止 〉

3 56 1.1 3
゜ 3 7

67

一 九 二 四 年八 月 二 四 日

本 年 八 月 二 十 四 日 午 前 零 時 十 分 福 島 市 万 世 町 街路 に 於 て 福 島 警 察 署 詰 巡 査 部 長 石 田 吉 五 郎 を 狙撃 し た る 犯 罪 事 件 に 関 す る 件〈 差 止 〉古 田 大 次 郎 、 村 木 源 次 郎 に 対 す る 爆 発 物 取 締 罰則 違 反 事 件 に 関 す る 件〈 差 止 〉本 年 九 月 二 十 三 日 及 同 月 三 十 日 甲 府 歩 兵 第 四 十九 聯 隊 へ 輸 送 せ る 不 穏 文 書 に 関 す る 件〈 差 止 〉-山 田 正 一 外 数 名 に か か る 爆 発 物 取 締 罰 則 違 反 事件 に 関 す る 件〈 差 止 〉

4 01

77

一 九 二 四 年九 月一 〇 日

剛

8797

一 九 二 四 年九 月一 九 二 四 年一 〇 月一 三 日

4 21
畳 4 4

08

一 九 二 四 年一 一 月 二 六 日

本 月 二 十 三 日 名 古 屋 市 中 区 入 江 町 水 谷 京 太 郎 方に 於 て 同 人 外 八 名 を 殺 害 し た る 事 件 に 関 す る 件〈 差 止 〉

4 51

18

一 九 二 五 年月一 九 日

本 月 十 八 日 夜 群 馬 県 新 田 郡 世 良 田 村 水 平 社 員 に対 す る 襲 撃 事 件 に 関 す る 件〈 差 止 〉大 正 十 三 年 十 二 月 二 十 九 日 夜 岐 阜 市 二 番 町 青 木タ ゞ 一 方 に 於 て 爆 発 物 を 使 用 し た る 犯 罪 事 件 に

4 61

28

一 九 二 五 年一 月 二 九 日

関 す る 件〈 差 止 〉

4 71

38

一 九 二 五 年二 月七 日

一 月 十 八 日 夜 群 馬 県 新 田 郡 世 良 田 村 水 平 社 員 に対 す る 襲 撃 事 件 に 関 す る 件〈 解 除 〉本 年 二 月 十 五 日 午 後 七 時 二 十 分一 木 枢 密 院 副 議

4 81

48

一 九 二 五 年三 月三 日

4 91

58687888980919293949596979

一 九 二 五 年三 月三 日

長 邸 に 暴 漢 侵 入 し た る 事 件 に 関 す る 件〈 解 除 〉中 島 政 次 郎 に 対 す る 不 敬 事 件 に 関 す る 件〈 差 止 〉

1

. …

1

=に 」

一 九 二 五 年三 月 一 六 日

中 島 政 次 郎 に 対 す る 不 敬 事 件 に 関 す る 件〈 解 除V

5 21

一 九 二 五 年四 月五 日

大 正 十 三 年 一 月 三 十 日 午 前 二 時 頃 埼 玉 県 北 足 立郡 馬 宮 村 岸 野 専 次 郎 方 に 於 て 同 人 及 妻 イ ク を 殺害 し た る 事 件 に 関 す る 件〈 解 除 〉本 年 三 月 十 三 日 午 前 十 一 時 府 下 豊 多 摩 郡 西 大 久保 ニ へ 九 番 地 高 木 米 吉 方 こ 於 サ る 投 易 藝 牛 こ 喝

5 31

一 九 二 五 年四 月七 日

す る 件〈 解 除 〉

4・ に 」

一 九 二 五 年四 月一 五 日一 九 二 五 年四 月一 八 日

5 51

一 九 二 五 年四 月 一 八 日

新 潟 県 中 蒲 原 郡 小 須 戸 町 大 字 水 田 に 不 敬 文 書 を貼 布 し た る 事 件 に 関 す る 件〈 解 除>

5 6

山 田 正 一 外 数 名 に か か る 爆 発 物 取 締 罰 則 違 反 事件 に 関 す る 件〈 解 除 〉四 月 十一 日 千 葉 県 海 上 郡 矢 指 村 龍 野 藤 吉 が 同 郡旭 町 停 車 場 に 於 て 不 敬 に 亘 る 言 語 を 発 し た る 事件 に 関 す る 件〈 差 止 〉

5 71

一 九 二 五 年八 月九 日一 九 二 五 年八 月 二 九 日

樺 太 真 岡 庁 に 於 て ダ イ ナ マ イ ト 用 雷 管 発 見 に 関す る 件く 差 止V

5 81

樺 太 真 岡 庁 に 於 て ダ イ ナ マ イ ト 用 雷 管 発 見 に 関す る 件〈 解 除 〉

5 91

一 九 二 五 年九 月二 日

長 野 県 北 佐 久 郡 樫 場 村 諸 住 孝 次 郎 外 数 名 の 額 面十 円 銀 行 券 偽 造 事 件 に 関 す る 件〈 差 止 〉兵 庫 県 川 辺 郡 東 谷 村 字 国 崎 所 属 猪 名 川 上 流 に 於て 仁 田 治 が 殺 害 せ ら れ た る 事 件 に 関 す る 件

6 01

一 九 二 五 年一 〇 月 二 三 日

〈 差 止 〉

固

一 九 二 五 年一月二 日

川 西 一 次 外 四 名 に 関 す る 爆 発 物 取 締 罰 則 違 反 事件 に 関 す る 件〈 解 除 〉

6 21

一 九 二 五 年一月一 八 日

本 年 十 月 二 十 八 日 横 浜 市 久 保 町 、 同 月 二 十 九 日

6 41



89

一 九 二 五 年一月一 八 日

神 奈 川 県 鶴 見 町 、 及 本 月 十 一 日 同 県 戸 塚 町 に 於け る 各 強 盗 事 件 に 関 す る 件 、 並 に 本 年 十 一 月 五日 府 下 荏 原 郡 西 新 井 町 に 於 け る 強 盗 事 件 、 同 月九 日 南 品 川 浅 間 台 強 盗 殺 人 事 件 、 及 同 日 品 川 駅構 内 に 於 け る 殺 人 事 件 に 関 す る 件〈 差 止 〉本 月 十 四 日 大 阪 府 三 島 郡 茨 城 町 大 字 内 茨 城 飲 食店 増 井 豊 吉 方 に 於 て 田 井 ア イ を 殺 害 し た る 事 件 、並 に 同 月 十 六 日 大 阪 市 東 淀 川 区 南 片 町 長 福 寺 中井 源 道 方 に 押 入 り た る 強 盗 事 件 に 関 す る 件〈 差 止 〉

6 51

99

一 九 二 五 年一 一 月 三 〇 日

兵 庫 県 川 辺 郡 東 谷 村 字 国 崎 所 属 猪 名 川 上 流 に 於て 仁 田 治 が 殺 害 せ ら れ た る 事 件 に 関 す る 件〈 解 除 〉東 京 、

6 61

001

一 九 二 六 年一 月一 四 日

大 阪 、 京 都 、 神 戸 、 福 島 、 仙 台 等 に 於 け

る 学 生 等 の 出 版 法 違 反 事 件 、 並 に 之 に 関 連 せ る犯 罪 事 件 に 関 す る 件〈 差 止 〉愛 知 県 下 に 於 て 自 動 車 運 転 手 桂 川 敏 郎 の 被 害 にか か る 強 盗 殺 人 事 件 に 関 す る 件〈 解 除 〉本 月 十 八 日 長 野 市 に 於 け る 騒 擾 等 犯 罪 事 件 に 関す る 件〈 差 止 〉

6 71

1 0 1

一 九 二 六 年七 月一 二 日

6 81

201

一 九 二 六 年七 月 二 〇 日

6 91

301

一 九 二 六 年八 月五 日

七 月 十 八 日 長 野 市 に 於 け る 騒 擾 等 犯 罪 事 件 に 関す る 件 、 並 に 岩 村 田 町 に 於 け る 騒 擾 事 件 に 関 する 件〈 解 除 〉

7 01

401501

一 九 二 六 年一 一 月 二 一 日一 九 二 六 年一 二 月一 三 日

筒 井 仙 人 に 関 す る 犯 罪 事 実 に 関 す る 件〈 差 止 〉-浜 嘉 蔵 等 に 対 す る 東 京 徳 川 公 邸 放 火 事 件 に 関 する 件〈 差 止 〉

7 21 14

:7 」

601701

一 九 二 六 年一 二 月 二 三 日〔 一 九 二 六 年 〕

筒 井 仙 人 に 関 す る 犯 罪 事 実 に 関 す る 件〈 解 除 〉-本 月 九 日 鵜 之 沢 喜 久 次 が 千 葉 県 迎 瑳 郡 野 田 村 にて 活 動 写 真 観 覧 中 不 敬 の 所 為 あ り た る 事 件 に 関す る 件〈 差 止 〉

6
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静 岡 高 等 学 校 生 徒 に 対 す る 治 安 維 持 法 違 反 に 関す る 件〈 注 意 〉
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満 州 国 承 認 に 伴 ふ 日 満 両 国 条 約 締 結 に 関 す る 件〈 示 達 〉
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日 本 共 産 青 年 同 盟 に 関 す る 治 安 維 持 法 違 反 被 疑事 件 に 関 す る 件〈 示 達 〉日 満 合 弁 半 官 半 民 の 武 器 製 造 修 理 会 社 設 立 計 画に 関 す る 件〈 一 部 解 除 〉岩 田 義 道 の 死 亡 に 関 す る 件〈 注 意 〉新 聞 記 事 取 締 通 牒 中 正 誤 の 件( №4 8 に 関 す る 件 」〈 照 会 〉

4
・ つ 」

84

7
・ 3

94

2
・ 4

05

満 州 国 政 府 と 日 本 其 の 他 の 外 国 の 政 府 又 は 資 本家 と の 間 に 行 は る る 借 款 又 は 投 資 の 交 渉 に 関 する 件〈 ↓ 部 解 除 〉

4
・ 4

15

本 年 四 月 姶 爾 賓 附 近 に 於 け る 軍 隊 輸 送 列 車 転 覆事 件 の 犯 人 に 関 す る 件〈 一 部 解 除 〉新 聞 紙 掲 載 差 止 事 項 整 理 に 関 す る 件( 「 新 聞 記 事差 止 事 項 調〈 昭 和 七 年 十 月 三 十一 日 現 在 〉 」 添 付

6
・ 4

25

〈 整 理 〉

)

8
― 4

35

満 州 国 政 府 に 於 て 松 花 江 に 半 官 半 民 の 大 運 航 会社 設 立 に 関 す る 件〈 注 意 〉最 近 秋 田 、 新 潟 、 神 奈 川 、 広 島 、 兵 庫 、 愛 知 県下 に 於 て 着 手 し た る 日 本 共 産 党 員 其 の 他 の 検 挙

9
・ 4

45

に 関 す る 件〈 注 意 〉最 近 宮 城 、 青 森 、 山 形 、 福 島 県 下 に 於 て 着 手 した る 日 本 共 産 党 員 其 の 他 の 検 挙 に 関 す る 件

・ 農 U

55

〈 注 意 〉〈 解 除 〉

3
・ ρ 0

65

朝 鮮 国 境 守 備 隊 充 実 の 為 の 兵 力 移 動 に 関 す る 件

4
・ ρ U

75

京 城 憲 兵 隊 に 於 て 検 挙 に 係 る 日 本 共 産 青 年 同 盟満 鮮 支 部 福 岡 県 人 タ シ ロ キ ヌ エ に 関 す る 件〈 警 告 〉

6
・£ U

85

三 日 夜 新 京 に 於 て 憲 警 合 同 検 挙 に 着 手 し た る タシ ロ キ ヌ エ の 共 犯 共 産 党 関 係 者 に 関 す る 件

・ 7

9506162636465666768696071727

↓ 九 三 二 年一 二 月 一 二 日一 九 三 二 年=一 月一 六 日一 九 三 二 年一 二 月↓ 六 日一 九 三 二 年一 二 月一 九 日一 九 三 二 年=一 月 二 一 二 日一 九 三 三 年一 月三 日一 九 三 三 年一 月九 日一 九 三 三 年一 月=日一 九 三 三 年一 月一 七 日一 九 三 三 年一 月 一 =日一 九 三 三 年一 月 二 六 日一 九 三 三 年一 月 三 〇 日一 九 三 三 年二 月二 日一 九 三 三 年二 月三 日

〈 注 意 〉京 都 府 各 銀 行 の 業 態 に 関 す る 件〈 自 然 消 滅 〉当 局( 軍 部 、 満 鉄 、 満 州 国 側 を 含 む) が 計 画 せる 満 蒙 鉄 道 の 新 設 並 政 策 及 満 蒙 既 設 鉄 道 の 委 任経 営 に 関 す る 件 〈 一 部 解 除 〉満 州 国 に 於 け る 新 設 鉄 道 の 建 設 工 事 は 満 鉄 に 於て 請 負 ひ 施 行 す る の 件〈 発 表 〉上 海 附 近 の 戦 闘 に 於 て 我 が 戦 闘 員 中 俘 虜 と な りし も の あ る や の 件〈 解 除 〉大 阪 府 下 に 於 て 目 下 検 挙 続 行 中 の 日 本 共 産 党 及日 本 共 産 青 年 同 盟 に 関 す る 件〈 注 意 〉我 軍 と 熱 河 軍 と 紛 争 を 生 じ た る 如 き 件〈 一 部 解 除 〉新 聞 記 事 差 止 事 項 調( 「 昭 和 七 年 十 月 三 十 一 日 現在 」 ) 送 付 の 件〈 事 務 〉陸 軍 に 於 て す る 保 護 自 動 車 の 収 用 に 関 す る 件〈 注 意 〉日 本 共 産 党 及 日 本 共 産 青 年 同 盟 並 に 土 居 通 光 外三 名 の 治 安 維 持 法 違 反 被 疑 事 件 に 関 す る 件〈 解 除V満 州 国 江 防 艦 隊 の 艦 艇 建 造 に 関 す る 件く 示 達V ・本 月 二 十 五 日 よ り 満 州 に 於 て 検 挙 に 着 手 せ る 日本 人 中 心 の 思 想 犯 罪 事 件 に 関 す る 件〈 警 告 〉- -本 月 二 十 四 日 熱 河 省 開 魯 附 近 に 於 て 不 時 着 陸 せし ク サ ノ 機 搭 乗 者 に 関 す る 件〈 警 告 〉満 州 に 於 け る 作 戦 行 動 中 、 特 に 熱 河 方 面 に 於 ける 軍 の 企 図 計 画 に 関 す る 件〈 注 意 〉陸 海 軍 に 於 て 試 作 中 に 属 す る 飛 行 機 の 構 造 設 計要 求 諸 元( 性 能) 、 装 備 及 試 作 に 関 す る 万 般 の 処

5719
・ 7・ QO

6
・ 8

9
― 8・ OJ

2
― Q J

4
・ 9

5
・ O J

7
・ G J・ 0

23
・ 0

29
・ 0

222



37

一 九 三 三 年二 月三 日一 九 三 三 年二 月六 日一 九 三 三 年二 月九 日

置 に 関 す る 件〈 警 告 〉今 回 本 渓 湖 に 於 て 偽 勇 軍 総 司 令 李 春 潤 の 派 遣 せる 密 使 検 挙 に 関 す る 件〈 示 達 〉草 野 機 搭 乗 者 の 帰 還 其 の 他 に 関 す る 件〈 発 表 〉-中 華 民 国 及 満 州 国 方 面 に 内 地 よ り 派 遣 せ ら る るこ と あ る べ き 海 軍 艦 船 部 隊 及 航 空 機 の 兵 力( 艦船 名 、 機 種 、 機 数 等) 及 其 の 行 動 並 之 を 推 知 せし む る が 如 き 件〈 示 達 〉黒 河 に 於 け る 馬 占 山 発 行 紙 幣 の 流 通 問 題 に 基 因し 不 穏 の 兆 あ る 件〈 警 告 〉今 回 本 渓 湖 に 於 て 偽 勇 軍 総 司 令 李 春 潤 の 派 遣 せる 密 使 検 挙 に 関 す る 件〈 解 除 〉一 月 二 十 五 日 よ り 満 州 に 於 て 検 挙 に 着 手 せ る 日本 人 中 心 の 思 想 犯 罪 事 件 に 関 す る 件 〈 一 部 解 除 〉 ・熱 河 方 面 に 於 け る 皇 軍 の 行 動 に 関 す る 件〈 示 達 〉

412

4757

612812

67

一 九 三 三 年二 月 一 八 日一 九 三 三 年二 月 一 八 日一 九 三 三 年二 月 二 〇 日一 九 三 三 年二 月 二 〇 日一 九 三 三 年二 月 二 三 日一 九 三 三 年二 月 二 二 日一 九 三 三 年二 月 二 二 日一 九 三 三 年二 月 二 三 日

122

77

4
・ つ 乙2

8797

8・ つ 乙22
・ 3

2

08

陸 海 軍 に 於 て 試 作 中 に 属 す る 飛 行 機 の 種 類 に 関す る 件〈 参 考 〉

7
・ 3

2

18

本 年 二 月 二 日 以 後 長 崎 、 長 野 各 県 に 於 て 検 挙 に着 手 し た る 治 安 維 持 法 違 反 被 疑 事 件 に 関 す る 件〈 示 達 〉

9
・ 3

2

28

本 年 二 月 二 日 以 後 長 崎 、 長 野 各 県 に 於 て 検 挙 に着 手 し た る 治 安 維 持 法 違 反 被 疑 事 件 に 関 す る 件〈 取 締 〉

2
・ 4

2

38

熱 河 作 戦 中 軍 の 後 方 に 在 る 諸 鉄 道( 南 満 、 安 奉 、打 通 、 奉 山 線 等 を 含 む) の 沿 線( 停 車 場 、 鉄 道 線路 等 を 含 む) に 於 け る 匪 賊 の 襲 撃 あ り し 場 合 に関 す る 件〈 示 達 〉関 東 州 、 満 州 国 、隊( 航 空 機 を 含 む)

5

― 。 4

2

48

一 九 三 三 年二 月 二 四 日

及 北 支 方 面 所 在 の 海 軍 艦 船 部
の 兵 力 行 動 及 将 来 に 亘 る 企

6
・ 4

2

58

一 九 三 三 年二 月 二 四 日一 九 三 三 年二 月 二 四 日一 九 三 三 年二 月 二 四 日一 九 三 三 年二 月 二 四 日一 九 三 三 年二 月 二 五 日一 九 三 三 年二 月 二 七 日

図 計 画 等 に 関 す る 事 項 、る べ き 事 項 の 件〈 示 達 〉

並 に 之 を 推 知 す る に 足

昭 和 八 年 海 軍 大 演 習 並 之 に 関 連 す る 事 項 に 関 する 件〈 示 達 〉

2
;に J

2

68

熱 河 方 面 に 於 け る 皇 軍 の 行 動 に 関 す る 件〈 注 意 〉

5
;に J

2

78

熱 河 方 面 に 於 け る 皇 軍 の 行 動 に 関 す る 件〈 解 除 〉

8
ーに 」

2

88

満 州 国 内 に 於 け る 航 空 会 社 設 立 に 関 す る 件〈 一 部 解 除 〉京 畿 道 及 慶 尚 南 道 に 於 て 全 鮮 に 亘 り 検 挙 に 着 手せ る 朝 鮮 共 産 党 再 建 運 動 に 関 す る 件〈 警 告 〉 … … ・昭 和 八 年 二 月 二 十 七 日 警 視 庁 に 於 て 検 挙 に 着 手し た る 日 本 労 働 組 合 全 国 協 議 会 関 係 者 等 に 対 する 治 安 維 持 法 違 反 被 疑 事 件 に 関 す る 件〈 示 達 〉 ・当 局( 軍 部 、 満 鉄 、 満 州 国 側 を 含 む) が 計 画 せる 満 蒙 鉄 道 の 新 設 並 政 策 及 満 蒙 既 設 鉄 道 の 委 任経 営 に 関 す る 件〈 一 部 解 除 〉本 年 二 月 以 降 に 於 け る 司 法 部 内 職 員 の 赤 化 事 件の 報 道 に 関 す る 件〈 示 達 〉三 月 二 日 奉 天 給 水 塔( 水 道 タ ン ク) に 爆 弾 を 投じ た る 事 件 に 関 す る 件〈 示 達 〉海 軍 艦 船 部 隊 等 に 関 す る 件〈 一 部 解 除 〉本 年 三 月 八 日 朝 、 日 満 警 察 機 関 に て 検 挙 に 着 手し た る 白 系 露 人 の 反 日 満 諜 報 網( カ ン テ ウ ア ミ )に 関 す る 件〈 示 達 〉

0

: 農 U

2

980919

一 九 三 三 年二 月 二 七 日

2

: 自 U

24

; ρ U

28

: ρ 0

2

29

一 九 三 三 年二 月 二 八 日一 九 三 三 年三 月三 日一 九 三 三 年三 月四 日一 九 三 三 年三 月八 日

:7 ρ

2

39

3

:7 σ

2

4959

5
: 7

2
: 8

2

69

一 九 三 三 年三 月一 〇 日一 九 三 三 年三 月一 一 日一 九 三 三 年三 月一 一 日

三 月 九 日 上 海 に 於 て 鮮 人 李 某 を 我 官 憲 に 於 て 逮捕 取 調 中 に 関 す る 件〈 示 達 〉熱 河 省 凌 源 の 石 油 貯 蔵 所 火 災 に 関 す る 件〈 示 達 〉陸 軍 に 於 て す る 保 護 自 動 車 の 収 用 に 関 す る 件

5
: 8

2

7989

9
: Q O

23
: Q U

2
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一 九 三 三 年三 月一 二 日一 九 三 三 年三 月 一 五 日一 九 三 三 年三 月一 八 日一 九 三 三 年三 月一 七 日一 九 三 三 年三 月 二 〇 日一 九 三 三 年三 月 二 一 日一 九 三 三 年三 月 二 五 日

〈 発 表 〉本 年 三 月 十 一 日 以 降 に 於 け る 上 海 同 文 書 院 内 共産 主 義 学 生 等 の 検 挙 並 に 之 に 関 連 す る 事 項 に 関す る 件( 欠 落 あ り) 〈 示 達 〉帝 国 の 聯 盟 脱 退 に 関 連 あ る 機 密 公 文 書 類 に し て政 府 の 公 に せ ざ る も の に 関 す る 件〈 示 達 〉 … ・-在 上 海 有 吉 公 使 並 同 米 国 総 領 事 を 暗 殺 せ む と した る 事 件 に 関 す る 件〈 示 達 〉札 幌 地 方 裁 判 所 判 事 滝 内 礼 作 に 関 す る 治 安 維 持法 被 疑 事 件 に 関 す る 件〈 注 意 〉本 日 旅 順 港 外 に 於 て 駆 逐 艦 蔦 が 座 礁 し た る 件〈 示 達 〉
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:0 」

2

001101

9
: Q U

24
: 0

3

201

6
: 0

3

301

03

401

本 日 旅 順 港 外 に 於 て 駆 逐 艦 蔦 が 座 礁 し た る 件〈 解 除 〉

33

501

山 形 県 鶴 岡 区 裁 判 所 判 事 福 田 力 之 助 及 山 形 区 裁判 所 雇 白 井 十 四 雄 、 常 井 直 俊 等 に 係 る 治 安 維 持法 被 疑 事 件 に 関 す る 件 〈 注 意 〉横 須 賀 鎮 守 府 所 属 軍 艦 乗 組 員 の 治 安 維 持 法 違 反被 疑 事 件 に 関 す る 件 〈 解 除 〉陸 軍 に 於 て 製 造 し 若 は 注 文 す る 船 舶 舟 艇 の 構 造及 性 能 に 関 す る 件 〈 示 達 〉満 州 国 に 於 け る 石 油 資 源 の 開 発 に 関 す る 件〈 示 達 〉

73

601

一 九 三 三 年三 月 二 七 日一 九 三 三 年四 月一 日一 九 三 三 年四 月七 日一 九 三 三 年二 月 二 七 日一 九 三 三 年四 月 一 四 日一 九 三 三 年四 月 一 五 日一 九 三 三 年四 月 一 九 日

:つ 乙

3
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3

: つ 乙

3

801

6
: つ 乙

3

901

長 崎 地 方 裁 判 所 判 事 為 成 養 之 助 免 官 辞 令 の 発 表に 関 す る 件 〈 取 締 〉

8
: つ 乙

3

Oll

満 州 国 の 通 信 政 策( 例 へ ば 通 信 会 社 の 設 立 等 の如 し) に 関 す る 件 〈 一 部 解 除 〉四 月 十一 日 以 来 撫 順 に 於 て 検 挙 に 着 手 せ し 撫 順炭 鉱 華 坑 の 共 産 党 事 件 に 関 す る 件〈 示 達 〉 …: ・旅 順 要 港 部 復 活 に 関 す る 件〈 解 除 〉
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ー つ ∂

3
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3
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35
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39

:つ Q

3

311411

一 九 三 三 年四 月一 九 日一 九 三 三 年四 月 二 二 日

京 畿 道 及 慶 尚 南 道 に 於 て 全 鮮 に 亘 り 検 挙 に 着 手せ る 朝 鮮 共 産 党 再 建 運 動 に 関 す る 件〈 解 除 〉-満 州 国 に 関 す る 阿 片 専 売 及 輸 送 に 関 す る 件〈 示 達 〉

343

第4 巻満 州 事 変 期 ②
「 新 聞 紙 掲 載 差 止 に 関 す る 書 類

1

一 九 三 三 年四 月 二 四 日一 九 三 三 年四 月 二 五 日一 九 三 三 年四 月 二 五 日一 九 三 三 年五 月四 日一 九 三 三 年五 月 一 二 日一 九 三 三 年五 月= 二 日一 九 三 三 年五 月 一 三 日一 九 三 三 年五 月 一 五 日

〈 昭 和 七 年 七 月 二 十 二 日 以 降 〉 」

新 聞 紙 掲 載 差 止 事 項 整 理 に 関 す る 件( 「 新 聞 記 事差 止 関 係 事 項 調 ③ 〈 昭 和 八 年 四 月 十 八 日 現 在 〉 」添 付) 〈 整 理 〉

7
° 4

3

2

商 租 に 関 す る 日 満 両 国 間 の 交 渉 に 関 す る 件〈 示 達 〉当 局

・ 己  ― ⊥

3

( 軍 部 、 満 鉄 、 満 州 国 側 を 含 む) が 計 画 せ

る 満 蒙 鉄 道 の 新 設 並 政 策 及 満 蒙 既 設 鉄 道 の 委 任経 営 に 関 す る 件〈 一 部 解 除 〉安 東 に 於 て 自 殺 せ る 三 等 主 計 正 志 賀 大 刀 雄 の 所持 品 の 出 所 、 並 に 之 を 推 測 せ し む る 如 き 件

62

4

〈 警 告 〉五・す る 件

82

P O

一 五 事 件 に 関 す る 予 審 終 結 決 定 の 内 容 に 関

〈 示 達 〉

0
.
3

6

本 日 午 後 五 時 を 期 し 検 事 の 差 止 解 除 あ る べ き 大川 周 明 に 関 す る 件〈 注 意 〉本 年 三 月 八 日 朝 、 日 満 警 察 機 関 に て 検 挙 に 着 手し た る 白 系 露 人 の 反 日 満 諜 報 網( カ ン テ ウ ア ミ )

゜ 3
3

7

に 関 す る 件〈 一 甑 解 除 〉満 州 国 の 通 信 政 策如 し) に 関 す る 件

5
.
3

8

( 例 へ ば 通 信 会 社 の 設 立 等 の〈 一 部 解 除 〉

7.34
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一 九 三 三 年一 九 三 三 年一 九 三 三 年

五 月一 三 日五 月一 六 日五 月一 八 日

一 九 三 三 年五 月 二 三 日一 九 三 三 年五 月 二 四 日一 九 三 三 年五 月 二 五 日一 九 三 三 年五 月 二 六 日( 通 牒 第6 5 〜7 1 号 欠 落)一 九 三 三 年一 九 三 三 年一 九 三 三 年一 九 三 三 年一 九 三 三 年一 九 三 三 年一 九 三 三 年

六 月六 月六 月六 月六 月六 月六 月

一 日二 日

五・件〈 注 意 〉に 関 す る 件( 太 刀 風 、

一 五 事 件 に 関 す る 犯 人 逮 捕 の 状 況 に 関 す る

客 年 五 月 十 五 日 犬 養 首 相 狙 撃 其 の 他 の 不 穏 事 件本 月 中 旬 よ り 堪 察 加 方 面 を 巡 航 す る 第 四 駆 逐 隊

秋  風 、 帆 風) の 行 動 及 之 を 推 知

〈 解 除 〉

羽 風 、

し 得 る が 如 き 件 〈 示 達 〉日 支 停 戦 交 渉 並 之 に 関 連 す る 一 切 の 事 項 に 関 する 件 〈 示 達 〉東 支 鉄 道 買 収 問 題 に 関 し 、 価 格 其 の 他 の 買 収 条件 に 関 す る 件 〈 示 達 〉聯 合 艦 隊件 〈 取 締 〉

( 第一 第 二 艦 隊) の 台 湾 及 馬 公 寄 港 の

三 日七 日七 日七 日八 日

日 支 停 戦 交 渉 並 之 に 関 連 す る 一 切 の 事 項 に 関 する 件 〈 一 部 解 除 〉日 支 停 戦 交 渉 並 之 に 関 連 す る 一 切 の 事 項 に 関 する 件 〈 解 除 〉目 下 満 鉄 に 於 て 企 画 中 の 装 甲 列 車 に 関 す る 件〈 示 達 〉満 州 国 の 通 信 政 策( 例 へ ば 通 信 会 社 の 設 立 等 の如 し) に 関 す る 件〈 一 部 解 除 〉満 州 国 に 於 け る 電 気 事 業 合 同 及 石 油 専 売 に 関 する 件〈 示 達 〉如 し)如 し) 満 州 国 の 通 信 政 策( 例 へ ば 通 信 会 社 の 設 立 等 の

に 関 す る 件 〈 一 部 解 除 〉

満 州 国 の 通 信 政 策( 例 へ ば 通 信 会 社 の 設 立 等 の

に 関 す る 件 〈 取 締 〉

昨 七 日 浜 松 飛 行 聯 隊 に 於 け る 火 薬 爆 発 の 件〈 注 意 〉

3454
: 9

41535557595
. .

ρ 05
。

676
.

7375.7

3242

一 九 三 三 年六 月九

日

一 九 三 三 年六 月一 〇 日一 九 三 三 年六 月一 二 日一 九 三 三 年六 月一 六 日一 九 三 三 年六 月一 九 日一 九 三 三 年六 月一 九 日一 九 三 三 年六 月 二 八 日一 九 三 三 年六 月 二 八 日一 九 三 三 年六 月 二 八 日一 九 三 三 年七 月 二 八 日一 九 三 三 年八 月三 日一 九 三 三 年八 月一 四 日一 九 三 三 年八 月一 〇 日

H

熱 河 作 戦 中 軍 の 後 方 に 在 る 諸 鉄 道( 南 満 、 安 奉 、打 通 、 奉 山 線 等 を 含 む) の 沿 線( 停 車 場 、 鉄 道 線路 等 を 含 む) に 於 け る 匪 賊 の 襲 撃 あ り し 場 合 に関 す る 件〈 解 除 〉満 州 国 に 関 す る 阿 片 専 売 及 輸 送 に 関 す る 件〈 一 部 解 除 〉

7
. .
7

52

【

本 日 立 川 飛 行 場 に 於 け る 飛 行 機 墜 落 に 関 す る 件〈 注 意 〉

. .

∩ 6

62

栄 口 及 び 岫 巌 に 於 け る 外 人 人 質 に 関 す る 件〈 警 告 〉

3
. .
8

72

本 年 三 月 十 一 日 以 降 に 於 け る 上 海 同 文 書 院 内 共産 主 義 学 生 等 の 検 挙 並 に 之 に 関 連 す る 事 項 に 関す る 件 〈 解 除 〉

5
. .
8

8292

第 四 駆 逐 隊 太 刀 風 の 行 動 に 関 す る 件 〈 発 表 〉 …・明 二 十 九 日 施 行 の 佐 世 保 よ り 横 須 賀 方 面 へ 飛 行機 空 輸 作 業 に 関 す る 件〈 注 意 〉間 嶋 派 遣 隊 の 交 替 帰 還 に 関 す る 件〈 注 意 〉: … …満 州 国 に 於 け る 石 油 資 源 の 開 発 に 関 す る 件 、 並に 満 州 国 に 於 け る 電 気 事 業 合 同 及 石 油 専 売 に 関す る 件〈 一 部 解 除 〉

. .

Q )
: ρ 0

9

0313

3
: 0

7
: 0

23

新 聞 紙 掲 載 差 止 事 項 整 理 に 関 す る 件( 「 新 聞 記 事差 止 関 係 事 項 調 ④ 〈 昭 和 八 年 七 月 二 十 日 現 在 〉 」添 付) 〈 整 理 〉

9
: 0

5

( 新 聞 記 事 差 止 関 係 事 項 調 送 付 の 件) 〈 事 務 〉 ・( 新 聞 記 事 差 止 事 項 に 関 す る 件) 〈 事 務 〉( 新 聞 記 事 差 止 関 係 事 項 調 送 付 の 件) 〈 事 務 〉 ・

79

「 新 聞 紙 掲 載 差 止 に 関 す る 書 類〈 昭 和 八 年 七 月 二 十 日 以 降 〉 」
33

一 九 三 三 年七 月五 日

東 支 鉄 道 買 収 問 題 に 関 し 、 価 格 其 の 他 の 買 収 条

0
: 2



43

一 九 三 三 年七 月八 日一 九 三 三 年七 月 一 〇 日一 九 三 三 年七 月一 一 日一 九 三 三 年七 月一 一 日一 九 三 三 年七 月一 八 日一 九 三 三 年七 月 二 七 日一 九 三 三 年七 月 二 七 日一 九 三 三 年七 月 二 七 日一 九 三 三 年七 月 三 一 日一 九 三 三 年七 月 三一 日一 九 三 三 年八 月一 日

件 に 関 す る 件〈 解 除 〉国 光 生 命 保 険 相 互 会 社 の 保 険 金 削 減 其 の 他 営 業状 態 に 関 連 す る 件〈 解 除 〉有 吉 公 使 暗 殺 陰 謀 事 件 に 関 す る 件〈 発 表 〉 … …-生 産 党 に 不 穏 計 画 あ り た る や の 風 聞 に 関 す る 件

6

:に 」

5363

〈 注 意 〉横 須 賀 、

8

: ζ J

0

: ρ 0

73

呉 、 佐 世 保 各 鎮 守 府 に 於 て 行 ふ べ き 大

演 習 作 業 に 関 す る 件〈 取 締 〉九 二 式 重 爆 撃 機( 従 来 の 特 殊 試 験 機) の 名 称 、 性能 、 装 備 、 並 製 作 及 行 動 に 関 す る 件〈 示 達 〉 ・本 日 館 山 航 空 隊 に 於 て 生 じ た る 九 〇 式 飛 行 艇 の

3

:£ U

8393

故 障 に 関 す る 件〈 注 意 〉

5

: 農 U

7

:£ U

04

関 東 軍 司 令 官 武 藤 大 将 の 病 状 に 関 す る 件〈 警 告 〉

9

:農 U

14

関 東 軍 司 令 官 武 藤 大 将 の 病 状 に 関 す る 件〈 解 除 〉

:7 1

24

海 軍 大 演 習 に 関 す る 件〈 発 表 〉

8
: 7 1

34

近 く 行 は る べ き 関 東 防 空 演 習 に 関 す る 件〈 示 達 〉

9
: 7

4454

一 九 三 三 年一 九 三 三 年一 九 三 三 年一 九 三 三 年一 九 三 三 年
九 三 三 年

八 月四 日八 月七 日八 月九 日八 月一 三 日八 月一 五 日八 月一 五 日

本 日 横 須 賀 海 軍 軍 法 会 議 に 於 け る 被 告 人 三 上 卓の 供 述 中 、 元 谷 口 軍 令 部 長 が 対 米 作 戦 問 題 に 付東 郷 元 帥 よ り 叱 責 せ ら れ た り と の 件〈 警 告 〉 ・ … ・本 日 海 軍 軍 法 会 議 に 於 け る 被 告 人 三 上 卓 の 陳 述中 、 宮 中 の 現 状 に 関 す る 件〈 示 達 〉海 軍 大 演 習 に 関 す る 件〈 取 締 〉近 く 行 は る べ き 関 東 防 空 演 習 に 関 す る 件〈 差 止 改 訂 〉

2
: 0 0

9
: 8

64

:Q J

74

5
: Q )

8494

海 軍 大 演 習 に 関 す る 件く 発 表V海 軍 大 演 習 に 関 す る 件〈 取 締 〉満 州 国 に 於 け る 治 外 法 権 撤 廃 に 関 す る 準 備 委 員

7

:Q 」

9

:Q)

05

一

: 0
2

1525

一 九 三 三 年八 月一 六 日一 九 三 三 年八 月一 六 日

会 の 議 事 の 内 容 に 関 す る 件〈 示 達 〉海 軍 大 演 習 に 関 す る 件〈 発 表 〉本 日 大 連 に 於 て 検 挙 に 着 手 せ る 本 年 七 月 九 日 支那 山 東 省 芝 　 管 内 に 於 け る 支 那 税 関 吏 殺 害 犯 人検 挙 取 調 に 関 す る 件〈 示 達 〉第 六 師 団 の 帰 還 に 関 す る 件〈 注 意 〉本 年 二 月 二 日 以 後 長 崎 、 長 野 各 県 に 於 て 検 挙 に着 手 し た る 治 安 維 持 法 違 反 被 疑 事 件 に 関 す る 件〈 一 部 解 除 〉

4
・ 0

28
・ 0

2

3545

一 九 三 三 年八 月 二 三 日一 九 三 三 年八 月 二 九 日

262

55

一 九 三 三 年九 月一 日

当 局( 軍 部 、 満 鉄 、 満 州 国 側 を 含 む) が 計 画 せる 満 蒙 鉄 道 の 新 設 並 政 策 及 満 蒙 既 設 鉄 道 の 委 任経 営 に 関 す る 件〈 一 部 解 除 〉第 四 駆 逐 隊 の 行 動 に 関 す る 件〈 発 表 〉満 州 国 に 関 す る 阿 片 専 売 及 輸 送 に 関 す る 件

82

6575

一 九 三 三 年九 月五 日一 九 三 三 年九 月五 日

〈 一 部 解 除 〉

9
・ つ 乙

24
・ 3

2

85

一 九 三 三 年九 月五 日

本 月 中 旬 よ り 堪 察 加 方 面 を 巡 航 す る 第 四 駆 逐 隊( 太 刀 風 、 羽 風 、 秋 風 、 帆 風) の 行 動 及 之 を 推 知し 得 る が 如 き 件〈 一 部 解 除 〉第 六 師 団 の 帰 還 に 関 す る 件〈 取 締 〉栄 口 及 び 岫 巌 に 於 け る 外 人 人 質 に 関 す る 件

7
: 3

2

9506

一 九 三 三 年九 月七 日一 九 三 三 年九 月八 日

〈 一 部 解 除 〉

・ 4
24

・ 4
2

16

一 九 三 三 年九 月八 日

栄 口 及 び 岫 巌 に 於 け る 外 人 人 質 に 関 す る 件〈 取 締 〉

7
= 4

2

2636

一 九 三 三 年九 月九 日一 九 三 三 年九 月一 二 日

近 日 東 京 湾 外 に て 行 は る べ き 聯 合 艦 隊 の 廃 艦 を目 標 と す る 諸 研 究 作 業 に 関 す る 件〈 示 達 〉 … …:栄 口 及 び 岫 巌 に 於 け る 外 人 人 質 に 関 す る 件〈 一 部 解 除 〉

; に 」

22
・ 員 」

2

46※56

一 九 三 三 年九 月 一 一 日( 通 牒 第 1 2 0  号 欠 落)一 九 三 三 年九 月 一 七 日

長 野 事 件 の 解 禁 通 達 に 関 す る 件〈 警 告 〉五. 一 五 事 件 に 関 連 し 海 軍 士 官 の ク ラ ス 会 、 下

5

:= 」

29
;= 」

2



66

一 九 三 三 年 一 〇 月四 日一 九 三 三 年 一 〇 月 一 九 日

士 官 兵 の 集 会 等 海 軍 部 内 に 不 穏 の 運 動 あ り と なす が 如 き 件〈 示 達 〉我 国 の 航 空 路 を 中 華 民 国 に 延 長 連 絡 す る 件〈 示 達 〉

; ハ

゜ 02

76

満 州 国 政 府 と 日 本 其 の 他 の 外 国 の 政 府 又 は 資 本家 と の 間 に 行 は る る 借 款 又 は 投 資 の 交 渉 に 関 する 件〈 解 除 〉

4
: ρ 0

2

86

一 九 三 三 年 一 〇 月 二 一 日

本 月 二 十 四 日 よ り 同 二 十 八 日 に 亘 り 長 野 県 上 田飛 行 場 、 同 二 十 八 日 よ り 来 月 一 日 に 亘 り 新 潟 飛行 場 に 於 て 行 は る る 試 験 飛 行 に 関 す る 件〈 注 意 〉

0
: 7

2

9607

一 九 三 三 年一 〇 月 二 一 二 日一 九 三 三 年一 〇 月 二 六 日一 九 三 三 年一 〇 月 二 六 日一 九 三 三 年一 〇 月 三一 日一 九 三 三 年一 一 月九 日一 九 三 三 年一 一 月一 四 日一 九 三 三 年一 一 月一 三 日

満 州 国 側 と 北 支 政 権 側 と の 間 に 行 は る る 交 渉 の内 容 及 日 本 側 の 行 ふ 斡 旋 に 関 す る 件〈 示 達 〉. . .栄 口 及 び 岫 巌 に 於 け る 外 人 人 質 に 関 す る 件〈 一 部 解 除 〉

2
- 7

23
: 7

2

17

満 州 国 の 交 通 政 策 、る 件〈 差 止 改 訂 〉

関 税 制 度 、 国 防 問 題 に 関 す

5

:7 」

2

273747
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証 券 取 引 所 問 題 に 関 す る 件今 回 の 外 交 転 換 に 原 因 す る 国 際 関 係 の 緊 迫 に 伴ふ 我 国 金 融 界 の 尠 ら ざ る 不 安 動 揺 に 関 す る 件 ・ …近 く 台 湾 高 雄 及 朝 鮮 永 興 附 近 に 開 設 せ ら る べ き海 軍 航 空 隊 に 関 す る 件仏 印 南 方 迂 廻 河 内 、 磐 谷 線 の 開 設 に 関 す る 件 ….横 須 賀 航 空 隊 飛 行 艇 の 熱 海 附 近 に 於 け る 事 故 に

503603903

7585

一 九 四一 年一 九 四一 年一 九 四 一 年一 九 四一 年一 九 四一 年一 九 四 一 年一 九 四一 年一 九 四一 年一 九 四 一 年

一 月一 〇 日一 月一 五 日一 月 二 〇 日一 月 二 八 日二 月= 二 日三 月二 日四 月一 〇 日四 月一 〇 日四 月一 七 日

関 す る 件( 欠 落 あ り)

013113

95

新 聞 記 事 差 止 事 項 に 関 す る 追 加 の 件( 商 工 省 関 係)我 が 南 洋 委 任 統 治 地 パ ラ オ と 葡 領 チ モ ー ル の デリ ー 間 に 於 け る 第 三 回 目 試 験 飛 行 に 関 す る 件 …本 朝 青 森 県 下 に 於 て 左 翼 思 想 抱 持 者 約 二 十 名( 労 働 者 、 農 民 、 店 員 等) を 検 束 取 調 中 な る 件 …新 聞 紙 等 の 掲 載 制 限 令 第 三 条 の 規 定 に 依 る 記 事掲 載 禁 止 事 項 に 関 す る 件〈 商 工 省 関 係 〉 …本 日 開 催 の 政 府 と 統 帥 部 と の 連 絡 会 議 に 松 宮 調停 委 員 及 斎 藤 南 洋 局 長 が 出 席 し た る 件明 十 一 日 早 朝一 斉 検 挙 に 着 手 予 定 な る 法 華 宗一派( 元 本 門 法 華 宗) の 不 敬 被 疑 事 件 に 関 す る 件 ・ . ・台 東 庁 下 に 於 け る 蕃 害 意 見 に 関 す る 件長 崎 市 居 住 旧 露 国 人 エ エ フ ・ グ ス チ ン に 対 す る間 諜 容 疑 事 件 の 検 挙 に 関 す る 件

213

06162636

313513913023

46

3・ つ 乙34
° り 乙

3

5666

6・ り 乙

38
・ つ 乙

3

76869607

一 九 四 一 年一 九 四 一 年一 九 四一 年一 九 四一 年

五 月一 日八 月一 八 日九 月二 日九 月九 日

大 政 翼 賛 会 会 旗 の 図 柄 の 鳶 を 黒 色 に し た る 件 … …新 聞 記 事 差 止 事 項 に 関 す る 件( 商 工 省 関 係) ・ ・新 聞 記 事 差 止 事 項 に 関 す る 件( 商 工 省 関 係) …-嚢 に 検 挙 せ ら れ た る 天 理 本 道 一 派 の 不 敬 並 に 治安 維 持 法 違 反 被 疑 事 件 に 関 す る 件本 日 愛 知 県 下 に 於 て イ ヅ バ 文 化 団 体( 中 根 美 幸外 四 名) を 治 安 維 持 法 違 反 被 疑 事 件 関 係 者 と し

0
・ つ 」

32333・ つ 03

17

一 九 四 一 年九 月 一 六 日

て 検 挙 し た る 件

433

2737

一 九 四一 年九 月一 九 日一 九 四一 年一 一 月一 八 日

新 聞 記 事 差 止 事 項 に 関 す る 件重 臣 狙 撃 事 件 発 表 に 関 す る 件

( 商 工 省 関 係)

533633

第1 0 巻太 平 洋 戦 争 期 ①
「 総 動 員 示 達 原 案 書 類〈 昭 和 十 六 年 〉 」

〈 索 引 〉

733

1

一 九 四一 年一 月 二 二 日

新 聞 記 事 差 止 並 に 記 事 編 輯 上 注 意 事 項 の 解 除 及国 家 総 動 員 関 係 記 事 掲 載 禁 止 に 関 す る 件〈 示 達 第 １ 号( 更 改) 〉東 京 に 於 け る 泰 、 仏 印 間 国 境 紛 争 調 停 会 議 の 経過 及 内 容 並 に 之 に 関 連 す る 帝 国 政 府 の 方 針 及 措置 に 関 す る 件 〈 示 達 第2 号( 禁 止) 〉今 議 会 提 出 の 軍 需 関 係 資 材 確 保 損 失 補 償 予 算 の内 容 に 関 す る 件 〈 示 達 第3 号( 禁 止) 〉今 議 会 提 出 の 軍 需 関 係 資 材 確 保 損 失 補 償 予 算 の内 容 に 関 す る 件〈 内 示 第1 号( 内 示) 〉石 油 保 有 の 為 特 設 せ ら る べ き 会 社 に 関 す る 件

・ 9 自

2

一 九 四 一 年二 月七 日

; ρ 0

3

一 九 四一 年一 九 四一 年一 九 四一 年一 九 四 一 年

二 月 一 〇 日二 月一 〇 日二 月一 〇 日二 月一 〇 日

. .
3

4

6

. .

∩ 」

F O

〈 示 達 第4 号( 改 訂) 〉近 く 設 立 せ ら る べ き 共 同 企 業 株 式 会 社 に 関 す る

54

6

9
. .
4



78901112131415161718191

一 九 四 一 年二 月一 〇 日

件 〈 示 達 第1 号 の 内( 注 意) 〉石 油 保 有 の 為 特 設 せ ら る べ き 会 社 に 関 す る 件 、並 に 近 く 設 立 せ ら る べ き 共 同 企 業 株 式 会 社 に 関す る 件〈 内 示 第2 号( 内 示) 〉松 岡 外 務 大 臣 の 旅 行 に 関 す る 件

25

一 九 四 一 年二 月一 二 日一 九 四一 年二 月 二 六 日

〈 示 達 第5 号( 禁 止) 〉東 京 に 於 け る 泰 、

55

仏 印 間 国 境 紛 争 調 停 会 議 の 経

過 及 内 容 並 に 之 に 関 連 す る 帝 国 政 府 の 方 針 及 措置 に 関 す る 件 〈 示 達 第6 号( 解 除) 〉新 聞 記 事 差 止 並 に 記 事 編 輯 上 注 意 事 項 の 解 除 及国 家 総 動 員 関 係 記 事 掲 載 禁 止 に 関 す る 件

85

一 九 四一 年二 月 二 五 日

〈 示 達 第7 号( 更 改) 〉

16

一 九 四一 年二 月 二 八 日

外 務 省 令 第 二 十 一 号 に 依 る 記 事 掲 載 禁 止 事 項 の解 除 及 国 家 総 動 員 関 係 記 事 掲 載 禁 止 に 関 す る 件〈 示 達 第8 号( 更 改) 〉

66

一 九 四一 年一 九 四一 年一 九 四一 年一 九 四 一 年一 九 四一 年一 九 四一 年一 九 四一 年一 九 四 一 年

三 月一 一 日三 月 二 八 日四 月一 日四 月四 日四 月一 六 日四 月一 八 日四 月 三 〇 日五 月一 四 日

松 岡 外 務 大 臣 の 旅 行 に 関 す る 件〈 示 達 第9 号( 改 訂) 〉

5
.

Q 」6

鉄 鋼 類 の 特 別 回 収 に 関 す る 件〈 示 達 第1 0 号( 一 部 解 除) 〉鉄 鋼 類 の 特 別 回 収 に 関 す る 件( 一 部 欠 落 あ り )〈 内 示 第3 号( 参 考) 〉

・ つ 乙

ウ ォ ル タ ー ト 独 逸 経 済 代 表 一 行 の 来 朝 に 関 す る件〈 示 達 第1 1 号( 禁 止) 〉日 ソ 間 国 交 調 整 に 関 す る 件 〈 示 達 第1 2 号( 改 訂) 〉ウ ォ ル タ ー ト 独 逸 経 済 代 表 一 行 の 来 朝 に 関 す る件( 欠 落 あ り) 〈 示 達 第1 3 号( 解 除) 〉松 岡 外 務 大 臣 渡 欧 の 目 的 並 に 外 国 政 府 当 局 と の会 談 の 内 容 に 関 す る 件 〈 示 達 第1 4 号( 解 除) 〉 … ・目 下 審 議 中 の 満 州 国 の 開 拓 農 場 法 案( 仮 称) の 内容 に 関 す る 件 〈 示 達 第1 5 号( 禁 止) 〉

0
・£ U・ 78・7 置

2
: 8

6

1 ・ Ω り

9

: ◎ 0

0212

一 九 四 一 年一 九 四 一 年一 九 四一 年一 九 四 一 年

五 月 一 四 日五 月 二 三 日六 月九 日七 月九 日

目 下 審 議 中 の 満 州 国 の 開 拓 農 場 法 案( 仮 称) の内 容 に 関 す る 件( 欠 落 あ り) 〈 内 示 第4 号( 内 示) 〉鉄 鋼 類 の 特 別 回 収 に 関 す る 件〈 電 報 手 配( 発 表) 〉

391

22

物 価 対 策 審 議 会 の 審 議 の 内 容 に 関 す る 件〈 示 達 第1 6 号( 禁 止) 〉

452

32

政 府 に 於 て 立 案 中 の 米 価 対 策 の 内 容 並 に 之 に 関す る 措 置 及 其 の 進 捗 状 況 に 関 す る 件( 欠 落 あ り)〈 示 達 第1 7 号( 禁 止) 〉

3
・ 7

2

42

一 九 四一 年七 月九 日

物 資 の 輸 出 制 限 を 為 す や に 関 す る 件〈 内 示 第5 号( 参 考) 〉

5
・ Q 」

2

第H 巻太 平 洋 戦 争 期 ②
「 総 動 員 示 達 原 案 書 類〈 昭 和 十 六 年 〉 」

1

一 九 四一 年一 九 四一 年一 九 四一 年

七 月 一 二 日七 月一 二 日七 月一 六 日

国 有 鉄 道 の 輸 送 に 関 す る 件〈 示 達 第1 8 号( 禁 止) 〉

2
・ 0

3

2

国 有 鉄 道 の 輸 送 に 関 す る 件〈 示 達 第1 9 号( 一 部 解 除) 〉

1

3

政 府 に 於 て 立 案 中 の 米 価 対 策 の 内 容 並 に 之 に 関す る 措 置 及 其 の 進 捗 状 況 に 関 す る 件〈 内 示 第6 号( 内 示) 〉

31、 9

45

一 九 四 一 年一 九 四一 年一 九 四一 年

七 月 二 一 日七 月 二 四 日七 月 二 九 日

遠 洋 航 路 就 航 船 の 引 揚 其 の 他 に 関 す る 件〈 示 達 第2 0 号( 改 訂) 〉国 有 鉄 道 の 輸 送 に 関 す る 件〈 内 示 第7 号( 内 示) 〉

7
.

n  乙

6

対 外( 支 那 、 満 州 を 除 く) 及 南 洋 群 島 航 路 就 航 船に 関 す る 件 〈 内 示 第8 号( 内 示 ) 〉

3
.

4 ・8.4



78

一 九 四 一 年七 月 二 九 日一 九 四一 年八 月一 日

貿 易 統 制 令 に 依 り 発 せ ら る る 輸 入 命 令 に 関 す る件〈 示 達 第2 1 号( 禁 止) 〉米 国 の 在 米 外 国 資 金 凍 結 令 に 対 す る 我 方 の 対 策其 の 他 に 関 す る 件 、 並 に 輸 出 為 替 買 取 承 認 制 に関 す る 件 〈 示 達 第2 2 号( 解 除) 〉将 来 実 施 せ ら る る こ と あ る べ き 商 工 省 所 管 の 物資 に 対 す る 消 費 規 正 の 率 及 数 量 並 に 之 に 関 す る切 符 制 に 関 す る 件 〈 示 達 第2 3 号( 禁 止) 〉貿 易 統 制 令 に 依 り 発 せ ら る る 輸 入 命 令 に 関 す る

5 8

9

一 九 四 一 年八 月八 日

8 0

01

一 九 四 一 年八 月八 日

件〈 内 示 第9 号( 内 示) 〉

8 3

11

一 九 四一 年八 月一 四 日

政 府 に 於 て 立 案 中 の 米 価 対 策 の 内 容 並 に 之 に 関す る 措 置 及 其 の 進 捗 状 況 に 関 す る 件〈 示 達 第2 4 号( 一 部 解 除) 〉

8 8

21

一 九 四 一 年八 月一 六 日

朝 鮮 海 峡 随 道 地 質 調 査 中 試 錐 作 業 に 関 す る 件〈 示 達 第2 5 号( 禁 止) 〉

9 8

31

一 九 四一 年八 月 二 一 日

資 に 対 す る 消 費 規 正 の 率 及 数 量 並 に 之 に 関 す る切 符 制 に 関 す る 件〈 内 示 第1 0 号( 内 示) 〉朝 鮮 海 峡 燧 道 地 質 調 査 中 試 錐 作 業 に 関 す る 件

0 41

41

一 九 四一 年八 月 二一 日

〈 内 示 第 1 1 号( 内 示) 〉

9
: 0

51

一 九 四一 年八 月 二 〇 日

商 業 者 の 整 理 統 合 に 関 す る 政 府 の 具 体 的 方 針 並に 之 に 基 く 政 府 及 地 方 庁 の 措 置 に 関 す る 件〈 示 達 第2 6 号( 禁 止) 〉

3 31

61

一 九 四一 年八 月 二 九 日

我 在 米 外 交 当 局 と 同 国 首 脳 部 と の 会 見 に 関 す る件〈 示 達 第2 7 号( 禁 止) 〉

3 81

71

一 九 四 一 年八 月 二 九 日鉄 鋼 類 の 特 別 回 収 に 関 す る 件

〈 示 達 第2 8 号( 解 除) 〉

7 61

81

一 九 四一 年九 月一 〇 日

交 戦 国 船 舶 に 対 す る 帝 国 政 府 の 措 置 其 の 他 に 関す る 件 〈 示 達 第2 9 号( 一 部 解 除) 〉政 府 に 於 て 立 案 中 の 米 価 対 策 の 内 容 並 に 之 に 関

8 01

91

一 九 四一 年九 月一 七 日

7
・ Ω り

02

一 九 四一 年一 〇 月一 一 日

す る 措 置 及 其 の 進 捗 状 況 に 関 す る 件〈 示 達 第3 0 号( 解 除) 〉我 国 の 定 期 航 空 に 関 す る 路 線 の 変 更 、 休 止 又 は縮 減 に 関 す る 件〈 示 達 第3 1 号( 禁 止 ) 〉満 州 国 の 開 拓 農 場 法 案 の 内 容 に 関 す る 件

9 01

12

一 九 四 一 年一 一 月九 日

〈 示 達 第3 2 号( 解 除) 〉

9 31

22

一 九 四一 年一 二 月一 一 日

英 国 と の 対 独 通 商 報 復 令 に 関 す る 我 国 と 英 国 との 交 渉 に 関 す る 件 、 英 独 伊 国 男 子 の 本 邦 船 乗 船に 関 す る 我 方 の 措 置 其 の 他 に 関 す る 件 、 我 国 の対 蘭 領 印 度 交 渉 の 経 過 内 容 其 の 他 に 関 す る 件 、我 在 米 外 交 当 局 と 同 国 首 脳 部 と の 会 見 に 関 す る件〈 示 達 第3 3 号( 解 除) 〉対 外( 支 那 、 満 州 を 除 く) 及 南 洋 群 島 航 路 就 航船 に 関 す る 件〈 示 達 第3 4 号( 改 訂) 〉中 華 民 国( 香 港 を 含 む) に 於 け る 重 慶 系 銀 行 の処 置 其 の 他 に 関 す る 件 〈 示 達 第3 5 号( 禁 止) 〉 。塩 販 売 に 関 し 通 帳 等 に 依 る 割 当 制 を 実 施 す る やに 関 す る 件〈 示 達 第3 6 号( 禁 止) 〉塩 販 売 に 関 し 通 帳 等 に 依 る 割 当 制 を 実 施 す る やに 関 す る 件 〈 示 達 第3 7 号( 解 除) 〉味 噌 及 醤 油 の 通 帳 等 に 依 る 割 当 制 を 実 施 す る やに 関 す る 件〈 示 達 第3 8 号( 禁 止) 〉中 華 民 国( 香 港 を 含 む) に 於 け る 重 慶 系 銀 行 の 処置 其 の 他 に 関 す る 件 〈 内 示 第1 2 号( 内 示) 〉新 聞 記 事 掲 載 制 限 事 項 の 整 理 に 関 す る 件〈 示 達 第3 9 号( 整 理) 〉

0 42

32

一 九 四一 年一 二 月一 四 日

0 72

4252

一 九 四 一 年一 二 月一 七 日一 九 四一 年一 二 月 二 四 日

1 02゜ 1 7
2

62

一 九 四 一 年一 二 月 二 九 日

2 32

72

一 九 四一 年一 二 月 三 〇 日

3 02

82

一 九 四 一 年一 二 月 三 〇 日

3 72

92

一 九 四一 年一 二 月 三一 日

5 326 32

将 来 実 施 せ ら る る こ と あ る べ き 商 工 省 所 管 の 物



第1 2 巻太 平 洋 戦 争 期 ③
「 総 動 員 示 達 原 案 書 類〈 昭 和 十 七 年 〉 」

1

一 九 四 二 年一 九 四 二 年一一 九 四 二 年一 九 四 二 年

一 月六 日
月七 日

一 月一 〇 日一 月一 九 日

〈 索 引 〉敵 性 通 貨 の 為 替 相 場 に 関 す る 件〈 示 達 第1 号( 禁 止) 〉

・ り 乙

2

味 噌 及 醤 油 の 通 帳 等 に 依 る 割 当 制 を 実 施 す る やに 関 す る 件〈 示 達 第2 号( 解 除) 〉新 聞 記 事 掲 載 制 限 事 項 の 整 理 に 関 す る 件

み ○

3

〈 示 達 第3 号( 整 理) 〉

・Q ゾ

456

一 九 四 二 年一 九 四 二 年一 九 四 二 年一 九 四 二 年

一 月 二 一 日一 月 二 四 日二 月一 〇 日二 月一 四 日

将 来 実 施 せ ら る る こ と あ る べ き 商 工 省 所 管 の 物資 に 対 す る 消 費 規 正 の 率 及 数 量 並 に 之 に 関 す る切 符 制 に 関 す る 件 〈 示 達 第4 号( 一 部 解 除) 〉 . . .南 方 地 域 に 於 け る 通 貨 及 金 融 に 関 す る 帝 国 政 府の 方 針 並 に 措 置 に 関 す る 件 示 達 第5 号( 禁 止) 〉 。 .敵 性 通 貨 の 為 替 相 場 に 関 す る 件〈 内 示 第1 号( 内 示) 〉

617
.

∩  乙
.7

7

泰 国 中 央 銀 行 の 日 本 人 顧 問 の 招 聘 其 の 他 に 関 する 件 〈 示 達 第6 号( 禁 止) 〉日 泰 混 合 経 済 委 員 会 の 設 置 並 に 設 置 後 に 於 け る同 委 員 会 の 会 議 の 内 容 に 関 す る 件

9.7

8

〈 示 達 第7 号( 禁 止) 〉

6

. .

Q 」

9

一 九 四 二 年二 月一 七 日一 九 四 二 年二 月一 七 日

泰 国 中 央 銀 行 の 日 本 人 顧 問 の 招 聘 其 の 他 に 関 する 件 〈 内 示 第2 号( 内 示 ) 〉日 泰 混 合 経 済 委 員 会 の 設 置 並 に 設 置 後 に 於 け る同 委 員 会 の 会 議 の 内 容 に 関 す る 件

7
: 0

Ol

〈 内 示 第3 号( 内 示) 〉

511

11

一 九 四 二 年二 月 二 七 日一 九 四 二 年三 月五 日

大 東 亜 建 設 審 議 会 の 審 議 内 容 に 関 す る 件〈 示 達 第8 号( 禁 止) 〉

2
: 3

21

南 方 地 域 に 於 け る 通 貨 及 金 融 に 関 す る 帝 国 政 府

6
: 3

31

一 九 四 二 年一 九 四 二 年一 九 四 二 年一 九 四 二 年一 九 四 二 年

三 月六 日四 月七 日五 月八 日五 月 一 一 日五 月一 五 日

の 方 針 並 に 措 置 に 関 す る 件 〈 内 示 第4 号( 内 示) 〉大 東 亜 建 設 審 議 会 の 審 議 内 容 に 関 す る 件〈 内 示 第5 号( 内 示) 〉

931

41

東 京 に 於 け る 日 泰 経 済 交 渉 の 内 容 に 関 す る 件〈 示 達 第9 号( 禁 止) 〉

561

51

朝 鮮 に 徴 兵 制 度 を 実 施 せ ら る る や に 関 す る 件〈 示 達 第1 0 号( 禁 止) 〉

281

61

朝 鮮 に 徴 兵 制 度 を 実 施 せ ら る る や に 関 す る 件〈 内 示 第6 号( 内 示) 〉

491

71

商 業 者 の 整 理 統 合 に 関 す る 政 府 の 具 体 的 方 針 並に 之 に 基 く 政 府 及 地 方 庁 の 措 置 に 関 す る 件〈 示 達 第1 1 号( 改 訂) 〉

202

81

一 九 四 二 年五 月一 八 日

中 小 商 工 業 の 整 理 統 合 に 関 し そ の 整 理 せ ら る べき 業 種 の 順 位 、 目 標 、 整 理 率 及 見 込 整 理 数 に 関す る 件 〈 内 示 第7 号( 内 示 ) 〉中 華 民 国( 香 港 を 含 む ) に 於 け る 重 慶 系 銀 行 の処 置 其 の 他 に 関 す る 件 〈 示 達 第1 2 号( 発 表) 〉.政 府 に 於 て 計 画 中 の 工 業 建 設 候 補 地 及 配 置 せ らる べ き 工 業 の 種 類 に 関 す る 件

112

9102

一 九 四 二 年五 月 二 八 日一 九 四 二 年六 月二 日

〈 示 達 第1 3 号( 禁 止) 〉

8
・ り 乙

22
° 4

2

12

一 九 四 二 年六 月七 日

政 府 に 於 て 計 画 中 の 工 業 建 設 候 補 地 及 配 置 せ らる べ き 工 業 の 種 類 に 関 す る 件〈 内 示 第8 号( 内 示) 〉中 小 炭 鉱 整 備 に 関 す る 件〈 示 達 第1 4 号( 禁 止) 〉 ・中 小 炭 鉱 整 備 に 関 す る 件〈 内 示 第9 号( 内 示) 〉 ・泰 国 よ り の 輸 入 品 に 対 す る 特 別 賦 課 金 の 徴 収 に関 す る 件〈 示 達 第1 5 号( 禁 止) 〉行 政 機 構 改 組 に 関 す る 政 府 の 具 体 的 方 針 並 に 之に 基 く 中 央 及 地 方 官 庁 の 措 置 に 関 す る 件

7
; 4

2

223242

一 九 四 二 年一 九 四 二 年一 九 四 二 年一 九 四 二 年

七 月 一 五 日七 月 二 三 日七 月一 八 日七 月 二 四 日

7
: e U

27
: 8

23

:0 σ

2

52

〈 示 達 第1 6 号( 禁 止) 〉

: 0
323



6272

一 九 四 二 年一 九 四 二 年一 九 四 二 年

七 月 二 九 日八 月一 〇 日八 月一 一 日

泰 国 よ り の 輸 入 品 に 対 す る 特 別 賦 課 金 の 徴 収 に関 す る 件〈 内 示 第1 0 号( 内 示) 〉日 独 及 日 伊 間 に 於 け る 経 済 協 力 に 関 す る 交 渉 に関 す る 件〈 示 達 第1 7 号( 禁 止) 〉行 政 機 構 改 組 に 関 す る 政 府 の 具 体 的 方 針 並 に 之に 基 く 中 央 及 地 方 官 庁 の 措 置 に 関 す る 件〈 示 達 第1 8 号 二部 解 除) 〉日 泰 間 の 文 化 協 定 に 関 す る 交 渉 に 関 す る 件

73

82

3° つ43

92

一 九 四 二 年八 月 二 八 日一 九 四 二 年九 月一 日一 九 四 二 年一 〇 月 三 〇 日

〈 示 達 第1 9 号( 禁 止) 〉大 東 亜 省( 仮 称)〈 示 達 第2 0 号( 注 意) 〉

7
: 4

3

03

設 置 に 関 す る 件

2
: 農 U

3

13

行 政 機 構 改 組 に 関 す る 政 府 の 具 体 的 方 針 並 に 之に 基 く 中 央 及 地 方 官 庁 の 措 置 に 関 す る 件〈 示 達 第2 1 号( 解 除) 〉

0
: 7

3

第1 3 巻太 平 洋 戦 争 期 ④
「 総 動 員 示 達 原 案 書 類〈 昭 和 十 七 年 〉 」

1

一 九 四 二 年一 九 四 二 年一 九 四 二 年一 九 四 二 年一 九 四 二 年

金 及 錫 鉱 業 の 整 理 に 関 す る 件〈 示 達 第2 2 号( 禁 止) 〉銅 、

3

:7 〜

3

水 銀 及 満 俺 の 増 産 に 対 す る 奨 励 金 、 補 助 金

に 関 す る 件 〈 示 達 第2 3 号( 禁 止) 〉官 設 酒 精 工 場 の 転 用 に 依 る ブ タ ノ ー ル 及 ア セ トン の 増 産 に 関 す る 件 〈 示 達 第2 4 号( 禁 止) 〉. .金 及 錫 鉱 業 の 整 理 に 関 す る 件

・ -

234

〈 内 示 第1 1 号( 内 示) 〉

・ 4・ 7 ―

5

銅 、 水 銀 及 満 俺 の 増 産 に 対 す る 奨 励 金 、 補 助 金に 関 す る 件 〈 内 示 第1 2 号( 内 示) 〉

0151

67

一 九 四 二 年一 一 月一 二 日一 九 四 二 年一 一 月一 六 日

官 設 酒 精 工 場 の 転 用 に 依 る ブ タ ノ ー ル 及 ア セ トン の 増 産 に 関 す る 件( 欠 落 あ り )〈 内 示 第1 3 号( 内 示) 〉昭 和 十 七 年 度 下 期 鉄 鋼 、 石 炭 、生 産 確 保 緊 急 対 策 に 関 す る 件〈 示 達 第2 5 号( 禁 止) 〉

ア ル ミ ニ ウ ム の

91

8

一 九 四 二 年一 一 月 二 四 日一 九 四 二 年一 一 月 二 七 日

石 油 の 配 給 機 構 の 整 備 に 関 す る 政 府 の 方 針 に 関す る 件〈 示 達 第2 6 号( 禁 止) 〉昭 和 十 七 年 度 下 期 鉄 鋼 、 石 炭 、 ア ル ミ ニ ウ ム の生 産 確 保 緊 急 対 策 に 関 す る 件

3
.

∩  乙

9

〈 内 示 第1 4 号( 内 示) 〉

. Q U
3

Ol

一 九 四 二 年一 一 月 二 七 日一 九 四 二 年一 二 月三 日一 九 四 二 年一 二 月九 日一 九 四 二 年一 二 月一 〇 日一 九 四 二 年一 二 月一 二 日一 九 四 二 年一 二 月 二一 日一 九 四 二 年一 二 月 三一 日

石 油 の 配 給 機 構 の 整 備 に 関 す る 政 府 の 方 針 に 関す る 件 〈 内 示 第1 5 号( 内 示 ) 〉航 空 研 究 体 制 の 整 備 に 関 す る 件

64

11

〈 示 達 第2 7 号( 禁 止) 〉

35

21

航 空 研 究 体 制 の 整 備 に 関 す る 件〈 内 示 第1 6 号( 内 示) 〉

85

3141

官 設 酒 精 工 場 の 転 用 に 依 る ブ タ ノ ー ル 及 ア セ トン の 増 産 に 関 す る 件 〈 示 達 第2 8 号( 解 除) 〉:石 油 の 配 給 機 構 の 整 備 に 関 す る 政 府 の 方 針 に 関す る 件〈 示 達 第2 9 号( 解 除) 〉日 泰 間 の 文 化 協 定 に 関 す る 交 渉 に 関 す る 件

8
.

ρ 08.7

51

〈 示 達 第3 0 号( 解 除) 〉

.8

61

新 聞 記 事 掲 載 制 限 事 項 の 整 理 に 関 す る 件〈 示 達 第3 1 号( 整 理) 〉

6
.

∩ 6

「 新 聞 記 事 差 止 原 案 綴〈 昭 和 十 六 年 〉 」

〈 目 次 〉

8
.

∩ 6

71

一 九四一 年一 月一 三 日

海 外 石 油 資 源 調 査 の 為 近 く 派 遣 す べ き 調 査 班 其

8
- 7

一 一 月五 日二月五 日=月五 日=月一 二 日=月一 二 日



81

一 九 四 一 年月一 五 日一 九 四 一 年月一 四 日

の 他 に 関 す る 件〈 注 意 〉排 英 問 題 に 関 し 不 穏 の 計 画 あ り た る や に 関 す る件〈 解 除 〉

膠,

081

91

昭 和 十 六 年 一 月 十 六 日 着 手 せ る 左 翼 思 想 抱 持 者に 対 す る 取 締 並 に 之 に 関 連 す る 一 切 の 事 項 に 関す る 件〈 注 意 〉

691

02

一 九 四 一 年月 二 三 日

欧 州 戦 乱 の 影 響 に 依 り 既 契 約 品 に し て 積 出 不 能又 は 引 渡 不 能 と な り た る 輸 出 品( 滞 貨) の 品 目 、数 量 、 金 額 並 に 之 が 処 理 対 策 に 関 す る 件〈 解 除 〉

0 42

1222

一 九 四一 年月 二 五 日一 九 四 一 年一 月 三 〇 日一 九 四一 年二 月五 日

新 聞 記 事 差 止 並 に 記 事 編 輯 上 注 意 事 項 の 解 除 及国 家 総 動 員 関 係 記 事 載 禁 止 に 関 す る 件 掲国 防 保 安 に 関 す る 法 令 の 制 定 に 関 す る 件〈 更 改 〉〈 解 除 〉

0 729
・ 0

2

324252

一 九 四 一 年三 月五 日一 九 四一 年四 月七 日一 九 四一 年八 月一 四 日一 九 四 一 年九 月一 一 日一 九 四一 年九 月一 八 日

満 州 国 の 日 円 資 金 の 金 繰 状 況 に 関 す る 件 、 及 満州 国 に 於 け る 特 殊 会 社 の 機 構 及 内 容 の 改 革 に 関す る 件〈 解 除 〉新 聞 記 事 差 止 並 に 記 事 編 輯 上 注 意 事 項 の 解 除 及国 家 総 動 員 関 係 記 事 掲 載 禁 止 に 関 す る 件〈 更 改 〉昭 和 十 五 年 七 月 五 日 警 視 庁 に 於 て 検 挙 に 着 手 せる 不 穏 計 画 事 件 に 関 す る 件〈 解 除 〉平 沼 国 務 相 に 対 す る 不 穏 行 動 未 遂 事 件 に 関 す る

1 4292゜ 2 3
2

62

件〈 示 達 〉宗 教 関 係 者 の 治 安 維 持 法 違 反 被 疑 事 件 に 関 す る件〈 示 達 〉

9
・ つ 乙

2

72

142

82

昭 和 十 五 年 十一 月 十 八 日 警 視 庁 、 神 奈 川 県 、 兵庫 県 に 於 て 検 挙 に 着 手 し た る 外 国 為 替 管 理 法 違反 被 疑 事 件 に関 す る 件〈 解 除 〉間 牒 行 為 被 疑 事 件 検 挙 に 関 す る 件〈 一 部 解 除 〉 ・

4. 42

92

一 九 四一 年一 〇 月 二 六 日

・

1527
: ζ J

2

0313

一 九 四 一 年一 一 月五 日一 九 四 一 年一 二 月八 日一 九 四 一 年一 二 月八 日

本 月 四 日 満 州 国 に 於 て 検 挙 し た る 左 翼 事 件 に 関す る 件天 皇 、王 族 、〈 示 達 〉〈 示 達 〉 外 諜 被 疑 外 国 人 の 検 挙 に 関 す る 件〈 示 達 〉

皇 太 后 三 陛 下 、 皇 太 子 殿 下 、

公 族 の 行 幸 啓 並 に 御 成 に 関 す る 件
〈 注 意 〉

皇 后 、

6 32

23

皇 族 、

6
・ 疏 U

2

33

一 九 四一 年一 二 月九 日一 九 四一 年一 二 月一 〇 日一 九 四 一 年一 二 月 三一 日

治 安 維 持 法 違 反 被 疑 事 件 検 挙 に 関 す る 件

072

43

敵 国 人 の 抑 留 に 関 す る 件〈 示 達 〉新 聞 記 事 掲 載 制 限 事 項 の 整 理 に 関 す る 件

7 62

53

〈 整 理 〉

0
・ 8

2

「 新 聞 記 事 差 止 原 案 書 類〈 昭 和 十 七 年 ・ 昭 和 十 八 年 ・ 昭 和 十 九 年 〉 」
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